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発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 委員会を開催する前に、事務局より４点ほどお知らせいたします。 

 １点目、おいらせ町議会会議規則第５４条により、発言は簡明とし、議題外に

わたり範囲を超えてはならない。質疑は自己の意見を述べることができないとさ

れておりますので、改めてお知らせいたします。 

 ２点目、質疑における発言の際は、何ページの何々の件について、または、何

款の何々についてのように、議題に沿って発言をし、質疑の要旨を明確にするよ

う努めてください。 

 ３点目、関連質疑は必要最小限に止め、議題外の発言または関連質疑が多岐に

わたり続いた場合は、委員長は発言を禁止し、スムーズな議事進行を図るものと

します。 

 最後、４点目です。説明補助員として担当課長補佐、担当職員が議場内出入り

をすることの許可を与えておりますので、その旨ご了承ください。 

 

平野委員長 

 

 おはようございます。 

 一言ご挨拶申し上げます。 

 付託を受けました決算特別委員会が開会されますが、今回の決算特別委員会審

査に当たっての議事進行につきましては、各委員の何分のご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 

平野委員長 

 

 ただいまの出席委員数は１４人です。定足数に達しておりますので、直ちに決

算特別委員会を開会いたします。 

 なお、日野口和子委員、西舘秀雄委員は欠席であります。 

 

 （開会時刻 午前１０時０２分） 

 

平野委員長 

 

 当委員会に付託されました案件を審査する前に、監査委員より提出されており

ます各会計歳入歳出決算審査意見書について質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、質疑を終わります。 
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 これより議事に入ります。 

 当委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの８認定議案のう

ち、認定第１号、令和元年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 おはようございます。 

 それでは、認定第１号についてご説明いたします。 

 事前に提出しております令和元年度おいらせ町決算報告書の主要施策の成果

に基づき、主要部分のみ説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要施策の成果１ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和元年度決算額ですが、歳入は９９億３，７８７万８，０００

円で前年度比５．３％の減、また、歳出決算額は９７億２，９２９万円で、前年

度比５．７％の減となっております。 

 歳入歳出差引額は２億８５８万８，０００円となり、このうち翌年度へ繰り越

すべき財源４５４万８，０００円を差し引いた実質収支額は２億４０４万円とな

っております。 

 なお、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定及びおいらせ町財

政調整基金条例第２条第２号の規定に基づき、決算剰余金の２分の１以上である

１億２，０００万円を財政調整基金に積立てするものです。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 歳入の内訳については、主な項目についてご説明いたします。 

 まず、１款町税です。科目別収入状況の表をご覧ください。 

 収入済額の合計は２６億２，７００万９，０００円で、前年度比１．８％の増

となっております。 

 主なものでは、町民税が１１億７，２５９万８，０００円で、前年度比２．８％

の増、固定資産税が１１億７，２００万８，０００円で、前年度比０．６％の増

となっております。 

 続きまして、８ページをご覧ください。 

 １１款地方交付税です。地方交付税の状況の表をご覧ください。 

 収入済額の合計は３３億８，３４２万３，０００円で、前年度０．７％の減と

なっております。 
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 内訳としては、普通交付税は２９億２，８２４万７，０００円で、前年度比０．

８％の増となり、特別交付税は３億７，４８４万３，０００円で、前年度比４．

１％の減、震災復興特別交付税は３，０３３万３，０００円で、前年度比５０．

７％の減となっております。 

 続きまして、１１ページ、１２ページをご覧ください。 

 １２ページの収入済額合計は１２億７，２４３万１，０００円で、前年度比１．

４％の減となっております。減額の主な要因は、百石中学校構造改築事業費補助

金の減によるものです。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをご覧ください。 

 １６款県支出金です。県支出金の内訳の表をご覧ください。 

 １３ページの収入済額合計は１０億２，８３６万７，０００円で、前年度比６．

３％の増となっております。増額の主な要因は、子どものための教育・保育給付

費等負担金の増によるものです。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。 

 ２２款町債です。町債の内訳の表をご覧ください。 

 借入額の合計は４億８，７１６万９，０００円で、前年度比４７．８％の減

となっております。減額の主な要因は、百石中学校構造改築事業に係る借入れの

減によるものです。 

 続きまして、１８ページをご覧ください。 

 歳出の内訳については、第７表、目的別歳出決算額の推移をご覧ください。 

 構成比で大きいものは、３款民生費の３４億１，８５０万１，０００円で、構

成比は３５．１％となり、以下、２款総務費１３億３，２０６万６，０００円で

１３．７％、８款土木費１３億１１３万２，０００円で１３．４％、１２款公債

費１０億７，９５２万９，０００円で１１．１％、１０款教育費１０億３，００

６万２，０００円で１０．６％となっております。 

 前年度と比較しますと、民生費は子どものための教育・保育給付費などの増によ

り４．７％の増、衛生費は十和田地区環境整備事務組合負担金などの増により１６．

２％の増、教育費は、百石中学校構造改築事業の終了などにより４１．３％の減と

なっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

平野委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、歳入歳出決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入についての質疑を行います。 
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 第１款町税から第１２款交通安全対策特別交付金までについての質疑を受け

ます。 

 ページ１５ページから１９ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

  西館芳信委員。 

 

西館芳信委員  西館です。 

 これ見て、町税の中に多分ふるさと納税入ってくると思うんですが、この中で

ふるさと納税の分というか、全部差引教えてほしいんですけれども。町税のとこ

ろでふるさと納税について聞くのはだめなのかな。どこも項目ないから、ここで

聞くのが私は妥当かと思って…… 

 

平野委員長  政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、西館委員のご質問にお答えをいたします。 

 ふるさと納税につきましては、ふるさと納税というふうに通称で呼んでおりま

すが、ふるさと応援寄附金という名称となっておりまして、１８款の寄附金のほ

うになります以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 楢山委員。 

 

楢山 忠委員  ちょっと聞きたいんですけれども、主要施策のほうの８ページなんですが、地

方交付税の中の合併算定替需要額ですか、これ平成３０年から比べて２，９００

万円ですか、少なくなっていっているんですが、これは何か前にも話聞いたよう

な気がするんですけれども、これはずっと金額が少なくなっていくというふうな

ことなんでしょうか。 

 いつで終わるとかというふうな、それがあるんでしょうか。 

 

平野委員長  財政管財課長。 

財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 お答えします。 

 地方交付税の合併算定替需要額についてのご質問ですね。平成３０年度と令和

元年度と比較しますと、ご指摘のとおり、２，９００万円余り減額するとしてい

る状況になっております。 

 確かに以前説明、ドームに関連した部分で財政状況で説明を昨年したことがあ
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ります。 

 合併算定替というのは、旧２町で算定したときと、あとおいらせ町１町分で需

要額を算定したときの差額を合併した町村に期限つきで交付するというもので

あります。 

 そして、その合併の優遇措置とするものでございますけれども、これは段階的

終了を、段階的に縮減していくという、今過程にありまして、終了は今年度で終

わる予定になっております。 

 ですので、合併算定替需要額という合併の優遇措置については、今年で終わり

で、来年からはそれがゼロになるということでございます。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  １５ページ、町たばこ税が毎年減額していると思っていましたけれども、今会

計管理者の話によりますと、たばこ税３００万円余り増えております。役場も敷

地内も全面撤去、もうできません。にも関わらず、何でこの背景がたばこ消費税

が増えている要因は何なのか。 

 分かれば、今年度途中までたばこ税が上限は分かりましたらお願いします。 

 

平野委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 松林委員のご質問にお答えいたします。 

 たばこ税に関しましては、委員ご指摘のとおり、数量のほうは年々減ってきて

おります。過去に平成３０年のときに段階的に税率を上げていくということで、

紙巻きたばこ、あと電子たばこ、それと今年の春の町税の改正のときにお話しし

たと思うんですけれども、葉巻たばこという形で、リトルシュガーという形で、

今細い葉巻たばこが販売が好調になってきています。それにつきましては、地方

税がこれまで入っていなかったことに対して今後２段階に分けて町税分も含め

て税率がかかってくるという形になっておりましたので、それぞれ段階的な部分

で額が減らない形の国のほうの政策で現在に至っている形になっております。 

 あと、新聞報道にもありますけれども、１０月１日で紙巻きたばこ、あと電子

たばこ等も値上がりする形となっております。以上です。 

 

平野委員長 松林委員。 
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松林義光委員  たばこを吸う方は、本数は減っているけれども、葉たばことか、いろいろな要

素があって、今後ともたばこ税は増えていくと、増えていく可能性は十分あり得

ると。 

 北部のほうは人口が毎年のように増えております。そういうこともあって、消

費税が増えているのかどうか分かりませんけれども、これからも何百万円の単位

で増えていく要素はあり得ると、こう理解していいのか、もう一度お伺いします。 

 それから、これは、北部にもパチンコ屋が２店舗ですか。ジャスコのそばにも

あったような気がしますけれども、そこで販売しているのは、町にたばこ消費税

として入ってくるのかどうかお伺いします。 

 

平野委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 委員のご質問にお答えいたします。 

 どんどん上がっていくという形では認識しておりません。本数は減ってきてお

りますので、この名義によって金額が維持されるという形で把握しております。 

 あと、パチンコ店に関してどのぐらいとか、あるから増えているという形の内

容につきましては、それぞれの小売店から税収を頂いている形ではなくて、卸売

元のＪＴさん等々の卸売元のほうから税収を頂いている形になっておりますの

で、どれぐらいどの店舗からという形の割合は、私たちのところではつかめない

ところになっております。 

 ただし、そういう大型店舗が増えることによって、本数の販売、卸本数等が増

えますので、そこで税収が上がることは考えられます。以上です。 

 

平野委員長 松林委員。 

 

松林義光委員  もう一度確認です。 

 大型、パチンコ店の自動販売機でたばこを売っているんですけれども、私はパ

チンコ屋はちょっと分かりませんけれども、パチンコ店の売ったたばこは、町に

今入ってくるような話と聞いたけれども、入ってくると。もう少し分かりやすく

もう一度お伺いしたいんですけれども、お願いします。 

 

平野委員長 税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 はっきりお話をすると、どの程度どういう形になるのか分からないというのが

正直なところです。 
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 ただ、おいらせ町にある販売を販売している店舗に卸した分がこのくらいあり

ますよということで、先ほど言った日本たばこ販売、ＪＴさんのほうからおいら

せ町分は何本あって、税額は幾らですよという形で毎月入ってくる形になってお

りますので、その内訳までは分からない形になっております。 

 ですので、今お話があるパチンコ店内の販売の部分も入ってくるのかと言われ

ると、私たちは入ってきているという認識でおります。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。田中委員。 

 

田中正一委員  私も松林委員が今言われたたばこ税、私もちょっと聞きたいなと思っておりま

すけれども、たばこ税、今課長から答弁したのは、ジャスコにおいても同じだと

いうことですよね。パチンコ屋でもあれすれば。私は、このたばこやめろ、やめ

てくださいということで、町民にも訴えているわけなんですけれども、そして、

ここさこの予算額書いているんですよね。予算。飲んでくださいということもこ

れは確実なんだなと、こう思って、今見ていたんですけれども、松林委員に先に

言われて何とも答えようがないんですけれども、それで、令和元年度に１億９，

９００万円たばこ税入っているんですよ。相当の額だなと思って、自分でも思っ

ています。私も税金に貢献しているなと思っていましたけれども、ただ、町長い

わく、医者料も国保も大変なんだよというふうな話も聞いているんですけれど

も、この１億何ぼ入るこのたばこ税、飲んで差し支えないんだけれども、体には

悪いということがこれは誰でも知っていることで、言っているわけですよね。 

 ただ、１人の沖縄の人間にすれば、たばこはがんを消すというイメージで９０

まで生きている人も飲んでいるわけですよ。まずね。これ余談だけれども。 

 平成３０年度は、１億９，６００万円、だんだんに今さっき言ったように上が

ってきているというのは、税金の関係もあるし、様々あってこうなっているとい

うことですけれども、実質は減っていると。これは間違いないですよ。 

 これでも私は町の財政には相当あれだなと、役立っているなと思っておりま

す。みんな町民一人一人やめて、健康に留意されてやっていけば、それはいいか

もしれませんけれども、やっぱり税収は税収で、取ってもらってやっていくのも

私は１つのあれじゃないかなと思っております。 

 何やっても１億９，０００万円、２億円ですよ。１億９，９００万円といえば。

その金が入ってくるということは、これは私は大変いいことだと思っています。

課長、やめろというほうが本当だと思うんですけれども、何とか自分の考えでも

いいですから、述べていただければと思っています。 
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平野委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、ちょっとお話させていただきたいと思います。 

 税務課長というよりも、私もたばこ吸いますので、個人的な意見になるかもし

れませんけれども、聞いていただければと思います。 

 やはり、今田中委員がおっしゃるとおり、安定した財源としてたばこ税、町の

ほうでは収納されている形になっていると思います。国のほうの考え方は、やは

り地方のほうの安定財源を確保するために、先ほど言ったように、本数が減ると

税収も減りますので、そこの部分を税率の引き上げということで、段階的にどん

どん上げてきているというのがこのたばこ税にはなると思います。 

 やはり、例えば町の中で考え場合に、税収を確保することも１つですけれども、

健康維持という形でたばこをやめましょうというのも１つの政策で、両輪で走っ

ていかなければならないところにはなっていると思っております。 

 ですので、よくたばこに関わる方々がお話をするのは、共存共栄していかなけ

ればならないのかなと。ですので、よく言われている分煙というか、やはり喫煙

する方はまずされない方に影響を与えないような場所でたばこを吸うというこ

とを守りながら、個人の判断で続ける方、またはやめていく方という形でなって

いくべきではないのかなと考えております。以上です。 

 

平野委員長 田中委員。 

 

田中正一委員  去年一昨年だったですかね、埼玉のほうに研修に行ってきたんですけれども、

よさこいとか、様々なあれで。役所のベランダに灰皿置くんですよ。１階、２階。

そして、下の公園になっているんですけれども、そこにも灰皿ありました。何で

みんなで禁煙してということを進めている、何で灰皿なんか置くんですかと言っ

たら、いや、置いても飲まない人は飲まない、飲む人は灰皿なくても飲むんだと。

そして、そこに散らかしておくと。もう飲めば足で踏んづけて。それよりは灰皿

を置いたほうがいいと。町の職員も何人飲む人があるか分かりませんけれども、

役場のベランダに置いて、職員たちが３人か４人して固まってたばこ飲んでいま

した。 

 ですから、私は無理してやらないと、税金も約２億円納めて、灰皿の１つも、

絶対だめだというのではあればあれですけれども、私は置いてもいいんじゃない

かなと、こう思っているんですけれども、その辺は町長、どうだべ。何とか。 

 

平野委員長  町長。 
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町長 

（成田 隆君） 

 今のたばこ吸う人の肯定的な考えを聞きましたけれども、私はこの方まだたば

こと縁がなかったもので、吸う、吸わないは自分では何も言えないんですけれど

も、ただ、吸わない人から言わせると、煙が飛んできても非常に違和感がありま

す。ですから、やはり迷惑だな、その税収は誰も吸わない人は税収のことまでは

考えていないと思いますし、そういう部分で迷惑だなと思っても、たばこ吸う人

男の人が多いし、どっちかというと吸わない人は女の人が多いように感じていま

すので、女の人、男の人に向かって、いやこの煙の臭いが嫌だからやめてくれと

か、よそ行って吸ってくれとは言えないんじゃないのかなという気がしますの

で、吸う人はもしこれ害というのは、迷惑かけているなというような思い、心遣

いをして、できるだけ人込みのないところで吸ってもらえれば、お互いさまいい

のかなという気がしておりますので、その善悪のことに関しては、言えないけれ

ども、健康づくりの方々に言わせると、たばこは害になっている。それで病気の

原因の１だという話も強く言っていますので、それはおのおのの判断あるいは財

政事情、懐事情で余裕のある、あるいはどうしても吸わなければもう我慢できな

いという人は吸えばいいし、あるいは逆に、吸わない人はその吸っている人のそ

ば、もし煙が出てきたらできるだけ避けるようにすればいいかなと。 

 ただ、世の中の趨勢としては、今新幹線でもどこでも飛行機の中でもそうです

けれども、吸わないというのがやはり世の中そのものがたばこは税収とは別に、

健康にもよくないとか、迷惑する方々が多いという考えでそういうふうになって

いるのかなという気がして、役場でもそういうふうに、学校あるいは病院、役場

の敷地内でも吸わないようにしましょうということで、議員の方々、町民の方々

のご理解を得て進めているわけですから、今急に税金が入るから灰皿ぐらい置け

よと言っても、そう簡単には、吸う人と吸わない人の考えが違うと思うので、そ

の辺はご理解頂きたいと思います。以上です。 

 

平野委員長  柏﨑委員。 

 

柏﨑利信委員  １０ページの使用料のところでもって、町営住宅の使用料でございます。平成

３０年度に比べて令和元年度は若干減っているわけですけれども、それよりも少

なくなっているのが予算現額、もともとの予算、誰がどこに入っているかという

のは分かっていると思うんですが、そうすると、おのずと１年間の家賃収入とい

うのが見込めるわけでしょうけれども、これは極端に低いような気がします。 

 初めから払わない人がいるのを見込んでいるものなのか、見込み違いなものな

のか。その辺りがよく理解できません。 
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 令和元年度の使用料が平成３０年度に比べて減っていると。これは、入居する

人が少なくなったのか、町営住宅そのものが減ったのか。その辺りは、どうなっ

ているんでしょうか。お願いします。 

 

平野委員長  柏﨑委員、次、澤上委員と一緒に次にお願いします。 

 一応１９ページというふうなことで言っておりますので、それを超える部分に

ついては、次の質問でお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第１款町税から第１２款交通安全対策特別交付金までについての

質疑を終わります。 

 次に、第１３款分担金及び負担金から第１６款県支出金までについての質疑を

受けます。１９ページから３３ページまでとなります。 

 ２番澤上委員。 

 

澤上 勝委員 

 

 ２番澤上です。間違いなく２１ページ、２２ページ。１３款負担金、その中で、

まず保育料の滞納の繰越しの収入があるわけですけれども、決算で令和元年度の

保育料の滞納金１２０万円ちょっとありますよね。この滞納の実態というのは、

どうなっているのか。子供さんが２人いれば２人とも滞納なのか。それから、卒

園児がずっと滞納にきているのか。その辺の実態。 

 そして、たしか３人目から昼を無料で提供しているはずですから、そういう実

態の中で、今滞納そのものがどうなっているのか教えていただければ。 

 あと、教育費のほうの給食の滞納の分でありますけれども、今現実的な給食の

徴収がないわけですけれども、その中で、令和元年度末の給食の滞納、まだ２２

０万円あります。今年度７３万６，１７５円、入金になったという確認でよろし

いかと思いますけれども、昨年の期末からこの分を引いても、この金額に落ちな

い、多分理由があると思うので、理由を教えていただければと思います。 

 それから、今柏﨑委員が言った次のページの２２、２３、２４の町営住宅の滞

納ですけれども、この実態もどうなっているのか。ずっと何年も払わないできて

いるのか。その辺の中身を教えていただければ。 

 総額は五千何ぼ全体もらえるはずのがそのうちの１，５００万円ぐらいの滞納

になっていますので、その部分を教えていただければと。３点です。 
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平野委員長 保健こども課長。 

 

保健こども課長 

（小向正志君） 

 それでは、澤上 勝委員のご質問にお答えいたします。 

 保育料滞納繰越分の件でございますが、今年度８月２１日現在未納額は、子供

９名分となっております。親御さんで言いますと、保護者が７名なんですけれど

も、１名は町内に在住しておりまして、７名は町外、１名は県外となっておりま

す。現在も定期的に納めていただくよう督促をしているところではありますけれ

ども、なかなか納められていない状態となっております。 

 年数についても、過去の分だけでありまして、１年から２年分の保育料が滞納

となっている状態であります。以上です。 

 

平野委員長 学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 それでは、給食費の滞納についてお答えいたします。 

 まず、給食費の今の滞納の実態ですけれども、今年度の３月３１日現在で３０

世帯、４６人分の滞納があります。 

 それは、平成１８年合併当時からのものがずっと積み重なってきて、要するに

昨年度まででということになります。 

 実際には、既に徴収できる期間等も過ぎているので、今後この部分は不納欠損

等、実態調べて落としていかなきゃならない部分もあるかと思っておりますが、

そういった状況です。 

 また、昨年度と合わない理由ということですが、恐らく昨年度の滞納繰越分は、

３月３１日、昨年度ですね。昨年の３月３１日で一旦切りますが、その後現年度

分が５月３１日で滞納として残ると、それと合算された金額が今回の金額なの

で、そこが昨年度の金額、滞納繰越分が単純にそこに来ているという金額ではな

いので、その分が合わない金額ということになろうかと思います。以上です。 

 

平野委員長 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 町営住宅の滞納の実態という形になります。 

 まず、令和元年度の実態になります。現年と滞納と２つございますが、現年の

ほうは、２０名ほどが滞納しております。金額に関しては、約２０万円弱という

形で、２０名で、金額も最低の方は４万円くらいから最高の方は２５万円という

形で、ちょっと幅広くなっております。 

 滞納分のほうに関しては、２１名ということで、こちらのほうは、金額が多い
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形で、約１，１３０万円という形になっております。 

 じゃ、この方の実態ってどうなっているのかというと、ほぼ同じ方々がという

ので認識していただいております。 

 とりあえず、滞納額のほう、滞納分のほうを優先して回収しておりますので、

現年のほうが滞納している方がそのまま現年のほうがそのまま滞納させるとい

う現象も起きております。 

 全部が現年のほう滞納者がというわけではございませんけれども、基本的には

滞納している方が現年のほうの滞納にもなっているというのが実情になってお

ります。以上になります。 

 

平野委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  説明は分かったんですけれども、監査意見書の中の５ページの収入未済額、こ

れは年度末の残高という捉え方で私はよろしいかと思って見ていましたけれど

も、今聞いていると、金額的に違うような気がするので、その辺は若干違うので、

後で答弁お願いします。 

 あと、何回も督促出したりして苦労していると思いますけれども、やはり今後

とも時効にならないうちに徴収するように、職員の皆さんの努力ということで、

前にも一般質問で隠れ財産、やはり収入なくして支出できませんので、その辺の

努力を町長のほうからもよろしくお願いします。 

 

平野委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 今委員からご質問のありました件については、ちょっと今早急に調べて、後刻

報告させていただきます。申し訳ございません。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 沼端委員。 

 

沼端 務委員  今澤上委員、ちょっと私も確認したいこと何件か、２１ページのところです。

同じところです。教育費の中の分担金のところの小学校給食費負担金７７万円、

中学校が４３万円、職員が八百八十何万円、給食センター負担金百五十何万円、

これの単純な内訳というか、多分町外の人の分が入るのかなという認識で、人数

が分かったら、詳細を。 
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平野委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 それでは、お答えをいたします。 

 今委員ご質問の、一番上の小学校、中学校給食費負担金ということだと思いま

す。ここは、先ほどおっしゃられたとおり、町外からこちらのほうに、こちらの

小学校、中学校、おいらせ町の小学校、中学校に通っている方の人数、その方の

給食費分でございます。 

 人数ですけれども、（発言あり）ただ、一応単価は決まっているんですが、日

数とかが違うので、大体４万８，０００円と５万５，０００円くらいにはなるん

ですが、（発言あり）小学校が申し訳ありません、１４人分になります。中学校

が１０人分というふうになります。（「職員は」の声あり）教職員が一応１６０名

おりますので、その分ということと、給食センター費というのは、センターの職

員が３名と、あと栄養士等の先生方が２人、あと、そこで働いている方が２０名

弱おりますので、それらを合わせて２５名程度になります。その分の方々の分の

給食費ということの負担金になります。以上です。 

 

平野委員長  沼端委員。 

 

沼端 務委員  今大体予想の中での人数なのかなと。学校の単純に言えば先生方のやつという

のは、多少単価が高いなのかなという確認も今しておくのと、さっきの澤上委員

のまた別途の下のほうの滞納のほうのやつで、さっき合併年度からのこの額、徴

収した額と収入未済額があるんですけれども、まず、現在町長の公約で給食費無

料化進めてきて、はや３年目に入っているとは思うんですけれども、あと１年ち

ょっとで期限つきのやつでやっていますが、この滞納に関しては、現在こういう

ふうに、無償化でやっていればなかなか新しいこの無償化にしてから滞納が出な

いという確認を１点。 

 無償化になってからまずもって滞納する人はないんだよと。これは本当に数年

前の分のあれがあるんだよというのの１点の確認ね。 

 そうすることによって、やっぱりでもちゃんと職員の方々は、そういう滞納を

整理するというか、回収しに行くに苦労するじゃないですか。やっぱりそういう、

どのような努力して、この７０万円が入っているのかというところも少し聞かせ

てください。 

 

平野委員長 学務課長。 

 



－１７－ 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 それでは、お答えいたします。 

 まず、先生方の給食費ですが、中学校、小学校ともに同じ金額、中学校は３０

０円、小学校は２５５円を頂いております。 

 そしてまた、滞納の関係ですが、現在滞納、現年度分ですけれども、実際はあ

ります。先ほど申し上げた、町外から来ている方でどうしても納められない状況

にあるという方々からは、分納等していただいて納めていただいているような状

況でございます。 

 また、滞納の対策ということですが、毎月１回は確実になんですが、夜納めに

来てくださる方もいますので、相談されて。そういった方からは、その時間に残

っていろいろ現況等伺いながら徴収をしたり、そのときを利用して電話とか、

様々、必要があればまたご自宅に伺って頂いてくるといった形で、給食センター

の職員が頑張っているところでございます。以上です。 

 

平野委員長 沼端委員。 

 

沼端 務委員  沼端です。担当職員、給食センターの職員が滞納いろいろやっていると。町外

の滞納の現在出るのは、やっぱりそういう町外から来た人の部分というのは、や

っぱり理解はいろいろな事情の方いますから、あると思います。 

 そこで、今週議会中に帰ったら、学校のほうからアンケート来ましたね。学校

給食センターに対する保護者の認識というか、状況というのが見て、今回のこの

無償化は、令和元年から３年３月をもってという文言がつきながら、今後の町長

の政策にどう期待するものなのかという部分でのアンケートだろうなと思いな

がら記入はしました。 

 その中で、やっぱりある程度そのアンケート重視の中で今後もしかすれば無償

化をやめて、多少なりとも集める方向に行くものなのか。そのアンケートの考え

方を教育長でもいいですから、ちょっと確認しておきます。 

 

平野委員長  教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 お答えをいたします。 

 今お話しのとおり、アンケートを実施しているところであります。その考え方

として、期限つきの給食費無償化ということで、今行っているところであります

けれども、教育委員会として保護者の、つかめるのは今通っている子供たちが実

際に通っている保護者の考え方を少しまとめておいて、町長のほうに提出しよう

かなということで、今まとめているところです。 



－１８－ 

 考え方としては、実際にお金がかかることですから、最終判断は当然町長のほ

う、町長部局のほうで判断をしてもらうことになるんですけれども、前にお話し

したように、教育長としては、何とか続けてもらえないのかなという思いではい

るんですが、実際にお金をかけていただいていますので、そのためにも実際、保

護者の方々の気持ちをまずまとめておこうかなということで、今実施していると

ころです。 

 各学校から教育委員会のほうにその報告が今来るところでありますけれども、

後で町長のほうに提出をしておこうと思っていましたので、まだどういう形にな

るかはまだ今のところお話はできません。ということですので、よろしくどうぞ

お願いいたします。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  ２３ページから２４ページの総務手数料のところなんですが、個人番号通知カ

ード発行手数料ということで、１４万円多くなっているようでありますが、どう

でしょうか。このカードの配布率がどのように現在なっているんでしょうか。 

 

平野委員長 

 

 町民課長。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 ご質問は、マイナンバーカードの交付枚数になるかと思いますので、そちらの

件数お知らせしたいと思います。令和２年８月末現在で累計枚数４，０９７枚と

なっております。以上になります。 

 

平野委員長 

 

 楢山委員。 

 

楢山 忠委員  ４，０９７枚ということで、これが今度のコロナの問題での寄附金の関係、１

０万円の寄附ですか、それにどのように生かされていますか。 

 ほとんどの郵便物での連絡を取っての支給であったろうと思いますけれども、

本来であれば、このカードを利用してのそれを国としてはやりたいというふうな

ことのそれであったが、そのとおりにはいかなかったというふうな状況ですが、

まずは、そのコロナでの１０万円を支給するに当たって、どういう形でやったの

か。それを教えてください。 

 

平野委員長 

 

 政策推進課長。 

 



－１９－ 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 １人１０万円寄附した特別定額給付金の交付に当たりましては、申請に当たり

ましては、通常の郵送での申請に関しましては、５月の１５日ぐらいに各ご家庭

に申請書のほうが届いたかと思いますが、オンライン、マイナンバーカードをも

っている方のオンラインにつきましては、５月２日から受付が開始できるように

準備を整えておりました。 

 そういうことで、カードをお持ちで、オンラインでやれる方につきましては、

２週間前から申請を受付できるというような体制となっておりまして、その分支

給のほうも早く行っております。 

 オンラインによる申請者もおりましたが、ちょっと数字を（「いや、課長いい」

の声あり）はい、オンラインによる申請は、２週間早く受付ができることができ

ました。以上です。 

 

平野委員長 

 

 楢山委員。 

 

楢山 忠委員  恐らくオンラインで支給したのは幾らもないんじゃないかなと思います。 

 将来このカードをどういうふうな形で町民に１００％カードをもってもらえ

るような、そういうふうになってもらえればいいんでしょうけれども、大体目標

をある程度決めて、しっかりしたカードの取得をしていただくというふうなこと

にしなければ、これまた今のコロナが収まるとまた関心が薄れていくような感じ

もするし、４，０００か幾らでは最低でも１万５，０００くらいまでカードを持

つようなそれでないと、これ活用できないんじゃないかなと思いますけれども、

それに対する対策的なものがあったら教えていただけますか。 

 

平野委員長 

 

 町民課長。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 では、楢山委員の今の質問にお答えいたします。 

 先ほど寄附金で絡んでどのくらいマイナンバーカードがちょっと増えたかと

いうのがおおむねでありますが、ちょっとつかめている数字、まずお知らせした

いと思います。 

 昨年１２月くらいから実は給付枚数というのが増え始めております。自然にち

ょっと増えている状況が少し見え隠れしておりました。その頃からですね。特別

定額給付金が始まるということで、約それまで１００枚程度で推移しているのが

５０枚ぐらい、やっぱり上回って、月約１５０枚程度その４、５、６月、増加、

１５０枚程度で推移しております。 



－２０－ 

 さらに、マイナポイントと、今ＣＭで広報しているかと思います。そういうふ

うな効果もあって、現在８月になりましたら、実は２３９枚と、また大幅に増加

した状況になっております。 

 一応政府のほうでそういうふうな形で、マイナンバーカードを利用した上で普

及作戦を今している最中でありますので、その効果でもって毎月ごとに伸びてい

るという状況になっています。 

 今後の町の姿勢なんですけれども、町といたしましても枚数を伸ばしていきた

いと考えているところです。 

 例えば国民健康保険のほうの手続の関係にマイナンバーカードの交付を促す

ような通知等を入れていきたいとも考えております。 

 というのが平成３年３月からマイナンバーカードが国民健康保険に代わるも

のとして活用ができるようになることになっております。それに向けて、ちょっ

と準備を少し進めていきたいとも考えておりますので、さらに交付枚数が伸びて

いくと考えております。 

 今約１８０枚程度、月平均１８０枚から２００枚程度で伸びていますが、この

スピードで交付枚数が進みますと、おおむね８年程度で全町民に行き渡る計算で

見込んでいるところであります。以上になります。 

 

平野委員長  町民課長、さっきの「平成３年３月」と言っているけれども、「令和３年」の

間違いじゃない。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 大変失礼しました。 

 お話の中で、マイナンバーカードが国民健康保険として使われる日付、「平成

３年」とちょっと話したようですが、正確には「令和３年３月」になります。お

わびして訂正いたします。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 大変申し訳ございません。先ほど澤上 勝委員のほうからご質問がありまし

た、意見書の５ページの学校給食費の、多分元年度の未済額とこちらにある決算

書の２２ページの滞納繰越分の未済額の金額が違うというご指摘だと思います

が、こちらの５ページのほうは、この２１８万４，９３１円に先ほど申しました

元年度分のその上に数字がありますが、９万５，６３０円、この金額を足した金

額が掲載されているものでございます。 



－２１－ 

 ですので、若干ここの部分の数値とは異なっておりますが、最終的にはこの５

ページのほうが今年度の滞納繰越分ということになります。以上でございます。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第１３款から第１６款までの質疑を終わります。 

 次に、第１７款財産収入から第２２款町債までの質疑を行います。３３ページ

から４６ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  じゃ、休憩しませんから質問します。 

 ３４ページの国勢調査委託金で、額は１１万４，０００円ありますけれども、

一般質問で西館議員が外国人の就労者はおいらせ町民ですかという話をしまし

たら、答弁はおいらせ町民でありますと。２６５名ですか、外国人がおりますと

いう話です。 

 これは、そういう方々も今年は国勢調査の年であります。該当するのかどうか

お伺いします。 

 この方々もおいらせ町民であるし、住所も登録をしていると、このように理解

して、そして、人口集計にこの２６５名、括弧書きできているような気がします

けれども、この方々も人口集計に含まれているのかどうかお伺いいたします。 

 

平野委員長  政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは松林委員の国勢調査の件についてお答えをいたしたいと思います。 

 ご指摘のとおり、外国人登録をされている住民につきましては、今回の国勢調

査の対象となっております。 

 ただし、三沢米軍基地のほうの軍人、それから軍属の方につきましては、対象

から除かれるというようなことになっております。以上です。 

 

平野委員長  町民課長。 

 

町民課長  外国人ですが、住民登録、住民票を取得しております。以上になります。 



－２２－ 

（澤頭則光君）  

平野委員長  いやいや、括弧書きで掲示している部分についても質問あるから、それはちゃ

んと説明したほういいよ。内書きか何かちゃんと説明しなさい。 

 町民課長。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 すみません。失礼しました。 

 皆様にお知らせしている住民登録二万五千二百数十名という数字があると思

いますが、その中身は、外国人登録、外国人の方も入っている数字となっており

ます。以上になります。 

 

平野委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  今２６５名ですか、の方々もおいらせ町民であり、住民登録をしておりますと

いうことであります。 

 この国勢調査、人口割とか面積とか、いろいろ要素があると思いますが、この

方は、外国人も国勢調査終わった結果、交付税ですか、それの算定に含まれて、

いささかでもプラス要素があるのかどうかお伺いいたします。 

 

平野委員長 

 

 

 財政管財課長。 

財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 

 

 

 お答えします。 

 外国人登録をした方も国勢調査人口というふうに合計されますと、当然普通交

付税の算定基礎になります。 

 したがいまして、外国人登録増えれば増えるほど、もちろん交付税のほうも増

えていくということになります。以上です。 

 

平野委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  外国人就労者二百何名、この国勢調査、これはスムーズにいくものですか。お

伺いいたします。 

 

平野委員長 

 

 政策推進課長。 

 

政策推進課長  お答えをしたいと思います。 



－２３－ 

（柏崎勝徳君）  ただいま国勢調査のほう、調査員のほうが次第に活動を始めました。行った先

が外国人の方であって、もし言葉がなかなか通じないというような状況であれ

ば、他国語の紙といいますか、その説明するものを持っていくような形で、対応

して、２回目に訪問するというような形になりますけれども、もしそれでもなか

なか難しいようであれば、役場のほうにその旨ご相談頂ければ、先日出ましたポ

ケトークですか、例えば通訳する器械などを持って、今度は伺って、調査をお願

いするというような体制でやっていきたいというふうに考えております。以上で

す。 

 

平野委員長 

 

 ほかにございませんか。 

 西館委員。 

 

西館芳信委員  １点だけ、３６ページ、先ほど町税でもいいのではないかと思って質問したん

ですが、はっきりと寄附金ということで、寄附金ということで、ふるさと応援寄

附金ということで設けられているということで、ふるさと応援寄附金につきまし

ては、２，３８３万９，０００円の歳入があったということで、職員の皆さん一

生懸命頑張っているなという感じをまず第１に受けます。 

 ただ、１年ぐらい前にこれに関して質問しました。実際は、じゃ例えばこの業

者関わっている業者だとか、あるいは中間に入っている、その人も業者ですね。

とか、ネットを通じて業者だとか、何よりも本来応援基金をすることによって我

が町に入ってくる、我が町の町民の町税がほかに流れているというふうなことを

考えて、差引きは幾らですかと。幾ら収入がありますかと言ったら、あのときは、

たしか１６万円だか１８万円と言ったんですよ。 

 それだったら、労して実りなし。こういうのを政府でやらせているということ

は、ただただ各自治体に苦労させて、泉佐野市辺りはそれなりにうまくやってい

るのかもしれないけれども、半分以上の自治体でただただ苦労しているんじゃな

いかというふうに思いました。 

 ですから、まず、体制がこれに関して何人ぐらいの体制で、そして、この二千

三百何ぼの中でどれぐらい最終的に我が町の収入があったのか。それを聞かせて

ください。 

 

平野委員長 

 

 政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、西館委員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、課の職員体制でございますけれども、担当者が１名で対応しております。 



－２４－ 

 それから、最終的な収入は幾らかということでのお問い合わせでございます

が、寄附金額は、こちらに明示してありますとおり、２，３８３万９，０００円

でございます。 

 これに対しまして、お礼品が約６７０万円、それから、お礼品を送るための送

料が大体１７２万円、あと、さとふるとかふるさとチョイスなどの使用料として

大体２５８万５，０００円ぐらいと。その他も含めまして、ふるさと納税に関わ

る経費につきましては、１，１０５万５，０００円ぐらいかかっております。 

 そういう意味で、差引きをいたしますと、千二百何十万円というところの寄附

のほうが多いというような状況ではございますが、この後そのほかに先ほどご指

摘のとおり、寄附を他の自治体のほうにしている町民がいれば、その分が流出し

ていくということでございますので、その分も差し引かなければなりませんけれ

ども、その金額については、ちょっと税務課のほうで答弁をいたします。以上で

す。 

 

平野委員長 

 

 税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 

 税務課のほうにつきましては、元年度中の寄附になりますので、令和２年度の

町税等の控除になります。 

 控除額につきましては、人数で２７４名の方がおいらせ町の方で他の都道府

県、市町村のほうに寄附していると。控除額の合計になりますけれども、８２２

万円となります。以上です。 

 

平野委員長 

 

 西館委員。 

 

西館芳信委員  そうしますと、最終的に４００万円切れるというふうな収入、１人体制という

人件費、そしてなおかつ、いろいろな形で人件費等かかっているというふうなこ

とを考えて、プラスマイナスどうなのかなというふうに考えますけれども、まず、

じゃ、これは県内では２，３００万円というのは、県内では何番目ぐらいだとい

うことをまず１つ。 

 それから、これは、こういうふうなことであれば、泉佐野市とは逆に、あそこ

は除外されて訴えたけれども、除外されたいと。もうこれにはかからないという

ふうなことを我が町が名乗れば、ほかのほうも続々出てくるような気もしないで

はないというふうに思うんだけれども、法律的に考えて、どうでしょうか。おら

これやめたと。町民の皆さんどうぞ理解してくださいというふうなことで、その

可能性というのは考えられるものですか。どうでしょうか。 



－２５－ 

 

平野委員長 

 

 政策推進課長。 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 まず、おいらせ町の寄附額が県内で何番目かというようなご質問でございまし

たが、ちょっと今手元に資料がございませんので、調べて後刻報告をさせていた

だきたいと思います。 

 それから、町がこのふるさと納税をやらないという決定をできないのかという

ことでのご質問ですが、それは自治体に任せられていることでございますので、

やらないという判断もできるというのは、もちろんそのとおりだとは思います

が、仮にやらなかった場合は、先ほど税務課長のほうから説明のありました他の

自治体のほうに流出していくお金８２２万円が純粋にマイナスになってしまう

というようなこともあります。 

 ふるさと納税で寄附を頂いていろいろお礼品を返して、それで減額はされてい

くんですけれども、それでも若干プラスの状況でございますので、このまま継続

していくのがいいのではないかなというふうには思っております。以上です。 

 

平野委員長 

 

 西館委員。 

 

西館芳信委員  確認ですけれども、自治体としての意思統一できて外れますということで、町

内で決定、庁舎の中で決定はしても、町民の意思は縛ることができないから、そ

の八百何ぼは流出していくというふうなことで、差し引きはやっていったほうが

仕方あるなしに関わらず、いかざるを得ないという状況だと。はい、分かりまし

た。ありがとうございます。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第１７款から第２２款までについての質疑を終わります。 

 以上で歳入についての質疑を終わります。 

 ここで、１１時３０分まで休憩をいたします。 

 （休憩 午前１１時１６分） 

平野委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （再開 午前１１時２９分） 

平野委員長  政策推進課長。 



－２６－ 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 委員長のお許しを得て、先ほどの西館委員への質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 ふるさと納税の県内のランキングでございますが、平成３０年度の結果になり

ますけれども、県内で２３位ということでございました。その場で答弁できずに、

大変申し訳ございませんでした。以上です。 

 

平野委員長  次に、歳出についての質疑を受けます。 

 第１款議会費から第２款総務費までについての質疑を受けます。 

 ４９ページから７７ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 西館委員。 

 

西館芳信委員  ７２ページの戸籍住民基本台帳ということで、そこの最後に個人番号カードと

いうことで出ていますけれども、３４２万６，０００円が計上されているという

ことで、これの個人番号カードの利用状況、さっき四千何ぼというふうな数字が

出ましたけれども、これに対して、外国人何人ぐらいこの個人番号カードを受け

取っているかということをお尋ねします。 

 さっき松林委員からの話もありましたけれども、当局のほうの答弁もやっぱ

り、いや、ちゃんとした住民ですよと。もう住民票請求されれば、住民票は出ま

すし、それから、例えばコロナの特定給付金２０万円も受け取っていますよとい

うふうな答えも付して答弁してくれれば、ああ、なるほど日本人と同等に全く町

民と同等に扱われている、扱わなければならない存在だというのが明白になると

思いますけれども、それは別として、個人番号カード、外国人何人受給している

かということをお願いします。 

 

平野委員長  町民課長。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 ただいま西舘委員の質問にお答えいたします。 

 たびたび大変申し訳ありません。外国人を分けた数整理しておりませんので、

こちらも後刻整理して報告させていただきたいと思います。すみません。よろし

くお願いします。 

 

平野委員長 

 

 ほかにございませんか。 

 澤上委員。 



－２７－ 

 

澤上 勝委員  ６１、６２の２款企画費の中の１３委託料、公共交通見直し支援業務委託料で

すけれども、五百何ぼ支出されております。これはもう完全に終わったのか。 

 あと、たしかコロナで追加したような気もしますので、その辺の状況お願いし

ます。 

 それから、６３、６４の町活性化対策費の１３の委託料、広報配布業務委託料、

多分これは今シルバーのほうにやっていると思います。１部幾らで委託している

のか。総世帯幾らになっているのか教えていただきたいと。 

 続いて、６５、６６ページの洋光台団地の分譲促進の中の負担金及び補助の交

付の中の洋光台の定住促進の助成金四百幾ら出ておりますけれども、この中身を

お願いします。 

 あともう一つ、次の６７、６８の６款の定住促進対策費の中の１３の委託費、

上十三の婚活支援四十幾らあります。それから、１９番のおいらせの婚活の２７

万円、その辺の説明お願いします。 

 

平野委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えをいたします。 

 ６４ページの町活性化対策費の１３節委託料、広報配布業務委託料の関係で

す。まず、１件辺りの単価でありますが、これはこちらのほうは、シルバー人材

センターのほうに委託をしております。 

 １世帯の単価６０円でございます。世帯数につきましては、その月ごとの実世

帯によって、実世帯としてお配りしていますので、月によってばらつきがありま

すが、１年を通して約２万８，０００世帯ということになってございます。以上

です。 

 

平野委員長  政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 澤上委員の質問にお答えをいたします。 

 まずは、６２ページの公共交通見直し支援業務委託料の件でございますけれど

も、令和元年度に新たな公共交通の検討に向けて実態把握あるいは今後の公共交

通の在り方についての調査検討ということで、業者のほうに委託をいたしまし

て、実施したものでございます。 

 これにつきましては、令和元年度中に結果の報告等を頂いて完了しているとこ

ろでございます。 
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 それから続きまして、洋光台の定住促進助成金４８４万７，０００円の件でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、洋光台の分譲促進を図るために土地

を購入して、その土地に住宅を新築した方に対して坪４万円、東日本大震災の被

災者につきましては、６万円を助成するという制度でございます。 

 今回の方につきましては、令和元年９月に住宅を新築された方で、被災者の方

でございました。ということで、坪６万円の助成ということでしているところで

ございます。 

 上十三・十和田湖広域定住自立圏の結婚支援事業の委託料でございますけれど

も、これにつきましては、上十三・十和田湖広域定住自立圏のほうで実施してい

る結婚支援の事業に対しまして、構成市町村がそれぞれで業者と委託を結ぶ形

で、同じ事業を一緒にするんですが、結ぶ形で実施したものでございます。 

 まず、移住のＰＲのためのウエブの記事の更新、それから、ポスターを作成い

たしました。それから、移住相談交流会ということで、東京のほうで東京の方と

の移住の相談会などを行っております。 

 それから、婚活のための広告物の作成ということで、婚活をＰＲする紙製のコ

ースターなどを作っております。 

 それから、結婚出張相談会ということで、イオンモール下田のほうで魅力アッ

プのための相談会などを実施したところでございます。 

 それから、最後になりますが、婚活イベントの実行委員会の補助金でございま

すけれども、町の婚活イベント実行委員会のほうに補助金を交付したものでござ

いまして、令和元年度につきましては、実行委員会のほうで４回の婚活イベント

を行っているところでございます。 

 こちらについては、交付した補助金につきましては、ポスターの作成とか、宣

伝広告ということで、事務費のほうに充当しておりまして、イベントの、例えば

食料費とか、そういうのには充当しておりません。以上でございます。 

 

平野委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  一つ一つもう一回聞き直します。 

 交通の見直しは終わったということですから、その結果の報告書はまだ出てい

ないと記憶をするんですけれども、これから何らかの形で報告されるということ

でよろしいでしょうか。 

 そして、今の、今日あまり時間ないから、簡単でいいですから、どういう見直

しになる見通しなのか、もし答弁できたらお願いします。 

 次の広報のやつでありますけれども、２，８００世帯と言いました。２万８，
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０００人、失礼しました。住所のあれを見ると、まだ８月いっぱいで１万５１０

世帯なんですよね。そのずれはどこにあるのか。 

 あと、洋光台の定住促進は、被災された方ということです。土地は購入しなか

ったという解釈でいいのか。収入になかったから、私ちょっとここ疑問に思って

質問しましたので、その中身をもう一度。 

 あと、婚活については、いろいろな努力をしていると思うんですけれども、そ

の結果は何ぼか出ているものでしょうか。以上です。 

 

平野委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 それでは、再質問のほうにお答えいたします。 

 広報配布業務委託の配布世帯の関係でございます。ちょうど決算報告書、主要

施策の成果の３９ページのところにもちょっと解説、理由みたいものを書いてあ

りますが、ちょうど⑥番のところでございます。行政推進制度見直しを昨年度か

らやってございます。このときに、町内会側、行政区側の選択方法を取っており

ます。要は直接行政推進側のほうでやるのか町のほうでの委託業者でやるのかと

いうことで、選択性を取ってございます。 

 よって、昨年度については、町のほうの委託業者をお願いしたいという、１２

地区ですね。１２行政区、こちらのほうに書いてありますが、ここの対象となる

行政区のみについて、町のほうから委託をして配布しておりますので、全町民の

ときの世帯数とは合わないということでご理解をお願いいたします。 

 

平野委員長  政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、お答えをしたいと思います。 

 まず、公共交通見直しにつきましては、委託の結果といたしましては、今の町

民バスを中心とする公共交通について、全般的に精査をしていただいて、一応結

果は出してもらいました。 

 １つには、まず、路線バス、十鉄が路線バスを走らせております。そのほかに

町民バス、もちろんやっているんですが、その路線バス、町内走っている区間の

金額と町民バスは２００円で設定しておりますので、その金額に差があるといを

ところを何とか町民、路線バスについても町内を走っている区間だけは２００円

にしてもらうようにしたほうがいいんじゃないかというような提案がまず１つ

です。 

 それからあと、もう一つ、東線と言いまして、海岸線を縦に走っているバスが
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あるんですが、こちらについては、町民バスも走っているんですが、そのほかに

も路線バス、三沢・百石線というバスも走っていまして、そこが重複していると。

そこについては、町の町民バスのほうちょっと整理したほうがいいんじゃないか

と。コストが下がりますので、そういうことで整理したほうがいいんじゃないか

ということと、あともう一つ大きいのが、南線ということで、本村地区からずっ

とイオンのほうまで走っている路線があるんですが、そこについては、利用率が

あまりよくないという結果が出されまして、そこについては、思い切り大なたを

振って、その路線を廃止して、代わりにデマンド交通、空白になりますので、デ

マンド交通を導入したらどうかというような提案、大きくはその３つの提案を頂

きました。 

 その中身については、今ちょっとコロナの影響でなかなか進めてはいけなかっ

たんですが、今精査をしている段階でございます。 

 これについて、もう少し精査をした後に、機会を見て報告などをさせていただ

ければなというふうに思っております。 

 それから、洋光台の定住促進につきましては、たしか収入のほうがなかったと

いうようなご質問だったように受け止めたんですが、こちらについては、事業団

のほうで分譲をしておりますので、収入は事業団のほうに入る形になります。よ

ろしいですか。 

 それから、婚活の成果はということにつきましては、婚活の実行委員会のほう

で昨年４回の婚活イベントをやっておりますが、男女合わせて１５２人の方が婚

活イベントのほうには参加をしております。 

 その中で、カップルになったのが１４組ということでございます。 

 ただ、その後にその方々が結婚に結びついたのかどうかということに関しまし

ては、一応教えてほしいということでお願いしておりますけれども、個人のプラ

イバシーということもあったりして、なかなかその後結婚に結びついたかどうか

というところまではちょっと把握できていない状況であります。以上です。 

 

平野委員長 

 

 澤上委員。 

 

澤上 勝委員  交通体系の見直し、料金を固定のバスと合わせるとか、デマンド、本村方面に

ですかということですけれども、やはりそれだけでは、多分住民の方々は満足す

る状況に私はないと思うし、せっかく五百何十万円かけてそういう結果しか出な

いのかなと、残念に思っているんですけれども、要するに、私が思うには、本数

が走らなければある程度収入を満足させられないのかなと。私一人の考えですけ

れども、その辺も踏まえて、やはり多分報告会をやるのはやってもいいんですけ
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れども、そういう要望は強くなるのではないでしょうと思っているし、あと、前

にも言ったけれども、それに関わる、利用する方々も参画してこういう見直しの、

今の結果だという結論なのか、その辺ももう一度お願いします。 

 それから、広報の配布の枚数、今おいらせ町の世帯は１万ちょっとなんですよ

ね。課長。２万８，０００に配ったって言わなかった。１年間を通してという意

味か。それなら分かるけれども、１か月だったら違うから、ちょっと分かりまし

た。今。 

 あと、婚活の問題も毎年毎年それなりの費用かけて、今プライバシーの問題だ

からあまり結果は言えないということですけれども、ある程度やっぱり結果が出

ているということで、今後ともやはりその分の費用をかけてから、その分の結果

も出せるように努力させていただければと要望しておきます。以上。 

 

平野委員長 

 

 まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 広報配布の世帯数のところ、ちょっと説明が足らなくて申し訳ございません。 

 委員おっしゃるとおり、町の世帯数は１万ちょっとございます。 

 先ほどの答弁の中で、２万８，０００世帯ということでお話ししました。この

２万８，０００世帯は、１年間を通しての延べの世帯数になります。 

 それから、１年間の交付業務委託料が１６８万４，２６０円ですので、６０円

の単価で割ると、２万８，０７１世帯、これが１年間になります。１２で割ると

大体２，３００ぐらい。ですから、月その対象１２月に対して２，３００世帯に

広報を配ったということでご理解お願いします。以上です。 

 

平野委員長 

 

 政策推進課長。 

 

政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、お答えをしたいと思います。 

 まず、町民バスの見直しの件でございますが、澤上委員ご指摘のその本数を増

やさないとという、住民が満足しないのではないかということにつきましては、

確かにそのとおりかなというふうには思っておりますが、本数を増やすというこ

とは、バスにかかるコストといいますか、委託料がどんどんかさんでいくという

ことでございますので、それに関しましては、先ほど申しましたとおり、デマン

ド交通、そちらについてもどこまで、先ほどは本村という話をしましたが、範囲

をどこまで広げてデマンド化していくのかなど、それらについて、今精査をして

いるところでございます。 

 あと、今回の見直しに関して、関係者が入ったのかというようなご指摘でござ
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いましたが、今回の委託に関しましては、業者のほうが出してきたものでござい

まして、これについて、当方で精査をして、それに関しては、関係者も入ったり、

あるいは住民説明会などを行ったりしながら、最終的な決定をしていきたいとい

うことで考えておりますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 沼端委員。 

 

沼端 務委員  沼端です。 

 ６４ページ、１４節使用料及び賃借料のＬＥＤ街灯の借り上げ料の１，３００

万円、これのおいらせ町ＬＥＤ化して、たしかもう何年になるのかなという、こ

き１，３００万円の借り上げ料の、ちょっと詳細。これは、当時事業でやって、

全町ＬＥＤ化にするという、レンタル１０年の償還とはまた別なのかなという部

分と、あと、もしその償還のやつだったら、あと何年残っているのかなという部

分。 

 それとあわせて、町のこのＬＥＤ化にして、電気料の使用料というか、あれが

ＬＥＤ化すると半減というか、何分の１くらいになるとかという聞いて、たしか

この事業やったような記憶がありまして、その効果が電気料のかからない効果が

いかほどになるか、もし分かったら教えてください。 

 

平野委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 ＬＥＤの街路灯借り上げ料のことについてご質問頂きました。 

 このＬＥＤ街路灯の整備事業につきましては、平成２８年度に行っておりま

す。町内全域の街路灯をＬＥＤ化にして、リースそのものは、平成２９年１月１

日から令和８年１２月末まででございます。 

 月々のリース料が１０９万８００円掛ける１２で、年間１，３０８万９，６０

０円ということになります。 

 月額１０９万８００円を令和８年１２月末まで払い続けるという形になりま

す。 

 それから、効果というか、電気料の削減のことでございます。従前に比べて半

分くらい減ってございます。詳しく言いますと、従来約２，０００万円ぐらいか

かっていたものが１，０００万円ぐらいに減ってございます。以上です。 

 

平野委員長  沼端委員。 
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沼端 務委員  沼端です。 

 これは、リースの事業のやつで１，３００万円の令和８年までやるというやつ、

分かりました。 

 電気料も半分になると。 

 当時のこれ平成２９年からスタートして、１０年というわけで令和８年という

ことですよね。その間の契約内容というか、いろいろメンテナンスの部分もたし

かこの１０年間は無償だったのかという部分と、あと、今ちょっとうちのほうの

百石地区の本町地区の街路灯というか、商業灯ですか、あれ、ほとんどついてい

ないというのも目に見えるなというのと、あと、例えば電気料に関しても、うち

のほうの町内でもたまに電気の不具合があって、つかなかったりとなれば、そう

簡単にＬＥＤのよさというのは、球も切れないというか、寿命が長いというのの

よさもあったりして、たしかそこら辺のあれも無償になるのか。この期間中であ

れば、契約会社との兼ね合いがあるものなのか、そこの確認をちょっとしたいと

思います。 

 あと、町のほうの商業灯というか、あれはどういう状況で今ああなっているの

か。原因が分かっていたらよろしくお願いします。 

 

平野委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 街路灯のことについてお答えをいたします。 

 まず、電気料のところ、詳しい数値見つけましたので、お答えをいたします。 

 平成２７年度の決算額で街路灯の電気料２，３８０万円くらいだったものがそ

れ以降は、年度によってばらつきがありますが、１，０５０万円のときもあれば、

１，１４０万円のときもあったりということで、約半分に減っている状況でござ

います。 

 それから、契約上の故障の関係でございますが、委員おっしゃるとおり、リー

ス期間の中の故障については、基本リース会社のほうの負担で直すことになりま

すが、故障のときの要因によって、原因負担が分かれます。機材そのもの、灯具

というんですか、あと電球そのものの不具合であれば、リース会社の負担で直す

ことになりますが、それ以外のものですね、例えば商業灯の場合で言いますと、

球の交換だけいたしましたので、灯具そのものはもともとの町のものでございま

した。となると、今回の球切れの原因が球そのものの不良品であれば、メーカー、

リース会社のほうの負担で直すことになりますが、構造そのもの、灯具そのもの

の故障が原因で不具合が起きている場合は、町負担という形になりますので、一
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律そのリース会社のほうの負担となるわけではなくて、その故障したときの要

因、要因に応じてどちらが負担するかというのが分かれることになります。 

 こちらのほうは、契約書の中にも明記されております。 

 それから、町内にあるＬＥＤ街灯全てがその契約の中で賄っているかといえ

ば、そういうものでもございません。もともと町が設置したものもございます。

それから、東北電力等からの寄贈によってつけたものもございます。そういった

ものは、リースとは関係なく、町が整備したものでございますので、そういうも

のは、町の責任においてやることになります。 

 それから、商業灯の関係でございます。本町地区の商業灯ですね。以前議会の

中でもご質問等頂いておりました。不具合が起きて、ほぼ８割、９割が消えてし

まうということで、地域の方々に非常にご迷惑、ご心配をかけていたものでござ

いますが、このたび早急に対応すべく、ＬＥＤ電球そのものが湿気とか水分に弱

いという性質があるんですが、それらに強い電球を見つけまして、それに交換す

ることによって、今工事を進めておりまして、８月の下旬から球交換の工事を始

めておりまして、今週中にほぼ全部が復旧するような形になってございます。 

 関係する予算につきましても、リースで対応するということで、９月補正予算

のほうに計上させていただいております。 

 恐らく今週中に全て復旧して、元どおりの明るい町になっているものと思って

おります。以上です。 

 

平野委員長  沼端委員。 

 

沼端 務委員  分かりました。 

 町のほうのの商業灯のやつは、リース会社のほうでやるということですよね。

町じゃなく、そういう、今の答弁だったというふうに認識したけれども、町は、

商業灯に関しては、現実今の修理、湿気に強い電球を取り替えたというあれは、

町ですか。単純に町ですか。それともリース会社ですかというのが１点。 

 それと、ここ今数年このリース事業でやっていて、その今のさっきの修繕に関

して、どっちの割合が多いですか。町が多いですか。 

 例えば、今の私のほう分かります。街路灯、そこの町のものだったり、これは

町内が負担するものだったりという、よく聞きます。その割合はどうですか。件

数ありますか、いっぱい、今。その実態の必ず、じゃこれ故障した、球切れたと

いうのの実態の中で、どちらが割合的に多い代物ですか。そこだけ確認します。 

 

平野委員長  まちづくり防災課長。 



－３５－ 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 まず、商業灯の不具合のことについてご説明をいたします。 

 商業灯の不具合の対応につきましては、町のほうの対応で、今回修理をいたし

ました。 

 商業灯のＬＥＤ化につきましては、各地区にある街路灯のように、灯具と球を

一体で替えるパターンではなくて、もともと既存の商業灯の灯具をそのままで電

球の球だけを交換する形を取りました。球だけの交換で商業灯やりました。 

 その結果、先ほどもちょっと触れましたが、ＬＥＤ電球そのものが外で使うこ

とを特に想定していない、水分とか湿気に非常に弱いという特質を持っておりま

すので、商業灯の場合は、ほぼ雨ざらしの風にすぐ当たるような状態でつけられ

ておりますので、それらが要因で消えてきた可能性が高いということで、となり

ますと、先ほども言ったとおり、球の不良品であれば、メーカーの負担で直すこ

とになりますが、灯具のほうも原因があるということで、非常に対応が難しいと

ころもありましたので、町のほうで責任を持って直したということになります。 

 それから、故障した場合の町とそれから、リース会社の数のところですが、す

みません。正しい数値、今把握してございませんで、後ほど報告したいと思って

おります。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第１款から第２款までについての質疑を終わります。 

 昼食のため、１３時３０分まで休憩いたします。 

 （休憩 午後１２時０２分） 

平野委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （休憩 午後 １時２９分） 

平野委員長  ここで、町民課長より西館芳信委員からの質疑について答弁したいとの申入れ

がありましたので、これを許します。 

 町民課長。 

 

町民課長 

（澤頭則光君） 

 委員長のお許しを得て、先ほどの西館委員の質問にお答えします。 

 外国人へのマイナンバーカード交付枚数という質問でしたが、外国人への８月

末現在交付枚数は４０枚となっております。外国人人口に対しての割合としては

約１５％となります。日本人のみですと約１６．２％となっておりますので、日

本人とさほど変わらない状況となっております。 
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 その場で答えられず、大変申し訳ありませんでした。以上となります。 

 

平野委員長  次に、まちづくり防災課長より沼端 務委員からの質疑について答弁したいと

の申入れがありましたので、これを許します。 

 まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 委員長のお許しを得て答弁いたします。 

 先ほど沼端 務委員からＬＥＤ街路灯借り上げ料に関し、過去の故障件数の問

合せがありました。 

 過去３年間の中で故障したうち、町負担として対応したものが２３件、リース

業者負担として対応したのが２５件、以上確認できました。 

 資料等を用意しておらず申し訳ございませんでした。以上です。 

 

平野委員長  次に、第３款民生費から第４款衛生費までについての質疑を受けます。 

 ７７ページから１０１ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第３款から第４款までについての質疑を終わります。 

 次に、第５款労働費から第７款商工費までについての質疑を受けます。 

 １０１ページから１１５ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 田中委員。 

 

田中正一委員  １１２ページの漁港施設機能強化事業負担金４，７００万円。約４，８００万

円ですけれども、それとこの漁港施設機能保全事業費負担金。この事業負担金の

ところは毎年かかるものか。また、この事業の負担金は去年もそうだと思ったん

ですけれども、これは聞いたことがあったんですけれども、何年かけてこれをや

るということなのか。そこら辺、ちょっと教えていただければと思っていました。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 質問ですけれども、まず、機能強化と機能保全ということで、この２つの内容

です。そちらのほうは何年かかるのかという話でございます。 
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 まず、機能強化につきましては、百石漁港の南防波堤、北防波堤の延伸という

ことで行っております。これにつきましては、今の期間が平成２７年度から令和

元年度までの期間という５年間ということで、もう既に終了しておりました。た

だ今年度、実は令和元年度で終わっていますけれども、令和元年度の予算ですが

令和２年度へ繰り越した事業でございます。今の９月で終了ということで、まだ

状況を確認しておりませんけれども、予定としてはサケの漁に入る前に終わると

いうことで進めておりまして、それが終わりましたら来年度、今度は令和３年度

になりますけれども、県が検証を行うということで、実際に防波堤を整備したこ

とでどのぐらい漂砂が食い止められるのか、波の程度がどのくらい穏やかになる

のか、様々それを調査した上で、令和４年度に必要があればまた計画をして、さ

らに５年間ということで進めていくということで伺っております。 

 もう一つの機能保全事業でございますけれども、こちらにつきましては、漁港

内のしゅんせつ、要は砂を取り除く事業になっておりまして、ここの漁港がちょ

うど明神川の河川の河口にあるということで、そちら河川からの砂と、あとは海

のほうからの漂砂というのがあって、それが要因で非常に砂がたまりやすい漁港

になっております。そういった意味で、これも平成２７年度から令和元年度と、

今年度も実は予算化して事業化しておりまして、今年度の事業はもう連休前に終

わっておりますけれども、こちらも来年度も、一応予定としては令和３年度も行

うと。令和３年度に行う際に、今の前段で説明しました機能強化でどの程度漂砂

が抑えられるかも含めて調査して、令和４年度以降どの程度しゅんせつ、要は砂

を取るかというのを調査した上で進めるということで伺っております。 

 こちらの機能保全事業ですけれども、航路ということで、実際に漁港の入り口

から船が入ってきますけれども、そこの入り口から、実際に泊地、泊まる場所ま

でのしゅんせつ工事になりまして、大体２メートルから３メートルしゅんせつ、

砂を取り除くということで、今後もこちらにつきましては進めていくということ

になります。以上です。 

 

平野委員長  田中委員。 

 

田中正一委員  これは前から私も危惧しているんですけれども、これは何年たっても砂を取り

除くという、これはできるのかなと、こう思っているんですよ。できないという

のは今の世の中はないと思うんですけれども。 

 そして、今百石漁港は何トンぐらいの船が何隻ぐらいあそこから出たり入った

りしているか。分かったら、そこを教えていただければと思っていました。 
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平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 漁港の船の漁業協同組合で所有している船は４３そうあります。そのうち百石

漁港に停泊している船でございますけれども、トン数につきましてはちょっとこ

ちらに資料がないんですけれども、大体ホッキ漁に使うのが、ホッキの時期であ

ると１３そうなんですが、１３そう使う、うちの百石漁港には４そうですか。そ

して三沢漁港のほうにも９そうということで、実際には百石漁港には４そうで

す。ただ、ホッキの時期は共同操業ということで、１そうの船に５人が乗って、

共同で操業するということですので、要は経費がかからないように最小限の漁船

で漁を行うということで４そうと。 

 ただ、ホッキ以外の時期になりますと、通常であれば７そうぐらいが泊まって

いるという状況でございます。以上です。 

 

平野委員長  田中委員。 

 

田中正一委員  それは分かるんですけれども、木の漁船もあると思うんですけれども、これは

５，０００万円、６，０００万円。毎年これが出費されていくんであれば、これ

も大変な事業だなと、こう思っているんですよ、私自身はね。漁業者に対しては

これはやっていかなければならないと思うんですけれども、そんなに深く掘らな

ければ、あの漁港へ入っていけないのかなと、私はこう思っているんですよ。 

 そして、三沢の漁港にも入っている。こっちにも４そうぐらい入っている。砂

をどれぐらい取らなければならないか。２メートルと今言ったんですけれども、

毎年これを取っていくのであれば、私も来て見れば、川口のほうは毎年砂ができ

れば、また回って、また掘らなければならない。毎年の繰り返しだと思うんです。

ですから、町では毎年これをやっていくのかどうなのか、教えていただければと

思っていました。入れねば大変だべたて、ちゃんとしたことをやっていってもら

えればと思っています。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 では質問にお答えいたします。 

 毎年やっていかなければならないのかということでございますけれども、これ

につきましては、基本的には毎年やっていかなければならないと思っておりま

す。砂ですけれども、毎年毎年明神川の、増水もしますし、あとは海のほうから
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も、例えばしけとか台風の時期もかなり砂が漂砂してきますので、そういった意

味では自然港といいますか、自然の中でつくられた河川港ですので、どうしても

そういう砂がたまるような状況になるかと思います。ですので、毎年やらなけれ

ばならないと思うんですけれども。ただ、そのしゅんせつ、掘る量につきまして

は、現状は２メートル、３メートルということでしゅんせつを行っておりますけ

れども、先ほども申しましたが、県が機能強化ということで防波堤の整備を進め

ましたので、それでどの程度波の状況ですとか、砂がたまらない、その辺に効果

があるのかというのを含めて、県で検証した上でしゅんせつする量を決定すると

いうことですので、その防波堤整備の効果があればしゅんせつの量が減ってい

く、予算も減っていくということになりますので、そういうことでご理解をいた

だければと思います。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。楢山委員。 

 

楢山 忠委員  私も１１２ページの、今田中委員が聞いた後のことでちょっと確認をしたいん

ですけれども、ここでの漁港での利益的な形はどうなっているんですか。どれぐ

らい上げているものなんでしょうか。ただ船が停泊しているだけの問題だけでこ

れだけの費用をかけていかなければならないということだったら、どういうこと

になるんでしょうか。そこら辺をちょっと教えていただけますか。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それではお答えしたいと思います。 

 どの程度の利益があるかということでございますけれども、年度別の水揚げ表

というのがありますので、そちらでご説明したいと思います。 

 百石漁港ではホッキガイを中心に、シラウオですとか、あとは定置によるサケ

とかカレイとかそういったものが水揚げされておりまして、昨年度の実績を見ま

すと、金額にしまして２億７，７３０万円ぐらい、そのぐらいの水揚げがありま

す。その前年ですけれども、平成３０年度は３億６，０００万円という利益とい

いますか、水揚げがございます。以上です。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  その水揚げについては、三沢漁港だったり八戸漁港だったりとか、８０％から

９０％までそちらに水揚げしているんだろうと私は考えます。それで、あそこで
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の本当に、さっきから言っているように、船が７そうか幾らのために３００万円、

６００万円、ひょっとすれば６００万円のお金を毎年かけていかなければならな

いということであれば、これはやっぱり先々を考えて決断するときは決断するな

りのそれをしていかなければ、これがずっと重荷になっていくと考えますが。前

にも町長に聞いた覚えがありますけれども、町長、いかがですか。 

 

平野委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 町としても大変ですけれども、事業主体がやはり県ということでありますの

で、県が行っている事業です。県がやめると言えばいいんですけれども、そうで

ないと負担金がどうしても出てしまうもので、うちのほうからはもう負担金は出

せない、県独自でやってくれと言えればそれが一番いいでしょうけれども、ただ、

皆さん今、金額が見える、あるいは利用状況を聞いて三沢に頼める、あるいは八

戸に頼める、そうして多少負担金を出してもそっちが得でないですかというよう

な提案も出ているようですけれども、これからそれこそまだまだ精査しなければ

ならないし、県でもせっかく防波堤を延長して、多分奥入瀬川からの流砂、漂砂

を止めるということでやっていると思います。それでも止まらない。まだまだ延

長をどこまですればいいか分からないというような調査結果が出るかもしれま

せんし、また、今の状況でいい、止まったということになるかもしれません。 

 そういうことも含めながら、県とよく相談しながら協議していきたいと。今の

段階でやめます、進めますとは言えないので、そういう部分を含めまして、町と

すれば費用対効果、そういうことで、いくら事業主体が県であっても、町の負担

も考えながら、進めるか、進めないかは近々結論を出さなければならない時期も

来るかと思います。 

 そういう提案があったということも、議会からもそういう提案もあるんだよな

ということは、県にも一応申入れはしたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  県が主体でやっていますから、県が主体になっているのに、やった、それに幾

らかでも町も追加して出していかなければならないということであれば、やっぱ

り町の状況も県にしっかりと話をして、結論を出すときは結論を出すべきだと思

いますので、そこら辺よろしくお願いします。 
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平野委員長  ほかにございませんか。 

 西館委員。 

 

西館芳信委員  西館です。１０８ページの５目に農業用ため池浸水云々ということで９０万

円、それからため池マップということで１３万円が計上されております。我がお

いらせ町の農業において、今ため池というものの必要性というか、どういう役割

をしておるでしょうか。私どもが小さいときは、田んぼがあって、その中継みた

いな形であるというのは、自分なりに認識はしていましたけれども、今の農業情

勢で、このため池というのがどういう必要性、役割をしているのかというのがま

ず１点。 

 それから、ここに２つの事業、９０万円と１３万円の事業ですけれども、何か

つながりもぱっとしない。これは防災のためなのか、それとも農業のためなのか

もちょっと分からないし、その辺のところ、この事業の狙いですね。これをまず

２つお願いします。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 まず１つ目のため池の役割ということでの質問でございますけれども、ため池

につきましては町内に２５か所程度ございまして、主な役割としては田んぼ等へ

水を引くというか、引くための水をためるといいますか、そういった役割でして、

当然田植えの時期からずっと、その前からだと思うんですけれども、稲刈りまで、

一応そういう。管理につきましては、改良区さんですとか、個人で管理している

のもありますし、様々ございますけれども、そういう農業用水を水路を経由して

田んぼ等に提供する、そういう役割を果たしているというのがため池でございま

す。 

 次に２点目のご質問でございますけれども、ここの農業用ため池浸水想定区域

図作成業務委託料と、ため池マップ作成業務委託料とこの２つがあります。この

２つがどのような事業かということからまず説明したいと思います。 

 まず１つ目の、この農業用ため池浸水想定区域図作成業務委託料でございます

が、これは委員がおっしゃったように、町内の１２のため池が防災重点ため池と

いうことで指定されております。その中にある１つのため池、何個かのため池は、

もう既に浸水想定区域図というものが出来上がっているんですけれども、出来上

がっていないため池が何個かございます。そちらのため池の、要は県土連という

ところで調査しまして、ため池が決壊した場合にどの程度浸水がなされるのかと
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いうのを想定、シミュレーションする業務でございます。 

 昨年度調査したのが瓢５号池という、そちらのため池になりまして、浸水想定

区域をそちらを調査した結果、区域に民家はないということで、こちらの防災重

点ため池からは除外されたということでございます。 

 次に、このため池マップ作成業務委託料でございますが、こちらは単純に現状

の、１つ除外されたということで１１になりますけれども、そちらのため池の町

内の位置、場所を示したマップを作成したというそういう業務でございます。以

上です。 

 

平野委員長  西館委員。 

 

西館芳信委員  分かりました。これは再質問ですけれども、まず、本当に今まだ水稲とかのた

めの用水のために、現実にため池は使われているんだということを確認させてく

ださい。 

 それから、あくまでも防災のためで、そのため池から水を確保するとか、災害

等があったときはそういうのは関係ないんだということで２つ目の確認。 

 それから３つ目は、今後そのため池に直接、今度はそれを補修するとかなんと

かでお金がかかる時代が出てくるのかどうか。そういう方向まで事業が進展する

かどうかは分からないんだけれども、すごい子供の頃からため池が好きでして、

すごいロマンを覚えます。というのは、ため池の中の小動物、はっきり言えば、

トゲウオだとかタナゴだとか、あとアカハラ。どうせお金をかけてそういうもの

を整備するんだったら、もっと事業の付加価値というか、言葉はどうだか分から

ないけれども、もっと狙って、そっちのほうも何とかやるように。例えば、今六

戸のあそこの公園の沼でタナゴかな、子供たちが発見したりして新聞に、あるい

は報道されましたけれども、そういう観点から、ため池に我がおいらせ町でどう

いう小動物がいまだに生息しているか。あるいは生息していなかったら、昔みた

いにもう農薬なんかもそんなに使われていないわけですし、こういうものを復活

させようとすれば、この里山研究会とかそういうところと一緒になってできる可

能性は十分あると思うんですよ。そういうところにも目を向けていく余地があり

ませんか。町のほうでどうでしょうか。町長はよくトゲウオとかアカハラだとか、

自分の手で捕まえてきて家のそばに置いたりしていましたけれども、ああいうこ

とをもっと町を挙げてやれるようになればすばらしいものだと私は思う。ため池

が２０も２５もあるんだったら、真面目にやってもいいのではないかなという思

いもしますけれども、そこを３つ目としていかがでしょうか。 
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平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 複数ご質問をいただきましたので、順番にお答えしていきたいと思います。 

 まず１点目、ため池が実際に農業用水として使われるのかというご質問かと思

いますけれども、実際に使われておりまして、例を挙げますと、例えば間木堤で

す。こちらは東部土地改良区で管理しておりまして、そちらの受益者へ水を供給

しております。あともう一つは、例えばいちょう公園にあります根岸堤ですが、

そちらも田んぼのほうに水を供給しております。それ以外にも、町内のため池は

農業用に使われているという現状でございます。 

 続きまして、防災重点ため池。実際にこの後、例えば調査をした結果、決壊と

かそういったものを防ぐための修繕とかが必要になるのかということでござい

ますけれども、これは必要になりまして、実際県でも、県事業で、例えば県何％、

国何％、町何％とか、改良区何％というようなことで負担金を払って、県事業で

ため池の改修ですとか、そういった災害を防ぐための事業を行っておりまして、

実際にため池につきましても、町内のそういう決壊のおそれがあるため池につい

ては、今後そういう改修事業を行っていくということで、こちらでも考えており

ますので、必要になるということでご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、里山のほうのことで、ため池は、例えばそういう農業用のため池

ということであれば、トゲウオとかドジョウとか、いろんな希少な生物がいたと

いうことで、現状はなかなかそういったものは見かけないんですけれども、確か

にため池は湧き水が源流になっておりますので、そういう希少な、植物もそうで

すけれども動物もいるという環境を構築しているのかなと私も思っております。

そういった小動物とか例えば生き物というのは、子供の学びの対象といいます

か、そういう学習でも使えるのかなということで、そういう報告も様々ありまし

て、農業だけではなくて多面的に使えるということで役割を果たしているという

こともありますので、そういう部分につきましても、さっきお話のあった里山と

いう視点での研究会ですとか、町内にもいろんなそういう自然を愛する会とか

様々ありますので、そういったところと相談といいますか、情報提供しながら、

そういったものを生かせるのかどうかという部分にもちょっと考えていければ

と思っております。以上です。 

 

平野委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 今、わざわざ西館議員から町長というご指名がありましたので、少し、課長よ

りも詳しくはないんですけれども、自分の思いは持っているつもりですから。 
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 まずこの件につきましては、近年災害が起き、大雨あるいはいろんな部分で地

震が起きたりして、ため池が氾濫したとか決壊したという部分がありまして、国

が慌てて、何ですか、国土強靭化ということで予算をつけてくれて、早めに危険

箇所とかそういう部分を点検しなさい、あるいは地図をつくって危険箇所にラン

クをつけて、どこが一番危ないかとか、そういうのを調査しなさいというような

趣旨だと私は認識しております。そして、早速東部の改良区からも、堤の名前は

ちょっと忘れましたけれども、たしか百石中学校の前の堤で水漏れが激しいから

改修しなければならない、町でも何とか応援してくれないかという部分で来まし

た。そして、それであれば、危険であればお互いに力を合わせてやりましょうと

いうことにしましたら、逆に前に整備した部分の補助期間が、補助事業で何か整

備したそうです。その補助期間が決められているようで、それに再度、その期間

を過ぎるまでは国の金、県の金は使えませんよという指導があったみたいで、ま

たそういう部分で少し先延ばしされるのかなという認識はしております。 

 そして、西館委員が昔から希少生物、特に水生生物が好きだ、あるいは観察し

ているんだという話はよく聞いておりますので分かっています。そして、今、ど

ちらかと言うと耕作に適さない湿地、沢田、そういう部分は耕作放棄地にされて

いる部分があって、そういう自然保護の面からいくと、逆に人が入っていないも

ので、ある程度は保護されている部分もあるのかなと思っております。 

 そして、今課長も答弁しましたけれども、好きな方々は、自分の土地あるいは

地区を自然保護区みたいにして保全している話も伺っております。ただ、それと

て上流のほうで農薬を使ったり、あるいはそういうことに一切関心のない人たち

がいますと、やはり幾ら守る人が守っても多勢に無勢でありまして、関心のない

人たちが多いとなかなか保護できないということもありますし、また、保護地を

つくることによって、自費でやってくれればいいんですけれども、町に予算をく

れ、あるいは補助でやってくれということになると、またなかなか難しいほうに

話がいくので。認識とすれば、私も野生生物は保護すべきだと思いますし、自然

を壊すことはしたくないという思いがありますので、そういう部分を含めなが

ら、改良区さんはじめ、あるいは地域の方々と相談しながら、西館委員の思いを

酌んだほうに向かっていければと思っておりますので、ご理解いただきたいと思

います。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。１番佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  １番佐々木です。 

 １１６ページの観光費と、もう１点あるんですけれども、取りあえず向山周辺
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観光整備補助金８３万１，０００円あるんですが、多分これは新聞等でも出てい

たとおり、歌をつくったり何かやっているみたいな感じなんですが、ただ、それ

はいいと思うんですが、そういった例えば効果的なものというのはどういう感じ

でどこから町のほうに来ているかというのは把握していましたか。よろしくお願

いします。 

 

平野委員長  商工観光課長。 

 

商工観光課長 

（久保田優治君） 

 佐々木委員の質問にお答えします。 

 主要施策のほうでもありますので、もしよかったら９２ページの上のほうの状

態に載っておりますが、向山駅周辺観光整備補助金の関係ですが、委員お見込み

でおっしゃるとおり、オリジナルのイメージソングをつくったり、お土産品の開

発ということで、弁当の箱とかデザインをつくったり、様々な部分をやっており

まして、そちらに補助金という形で県の元気事業を活用しまして、県から３分の

２、町から３分の１の補助をつけて行った事業でございます。 

 効果につきましては、昨年やったばかりでマップとかもいろいろこれまでつく

ったりして、資材も２年間かけて補助してきておりますので、やっていますが、

向山駅愛好会という会自身が任意団体で、鉄道ファンから成る、県内だけでもな

く全国的なメンバーが集まってきているようでございますので、これからも小さ

くなることはない。大きくなりつつあるし、向山駅を拠点にした周辺の観光ＰＲ

の一助をなす団体になっていくんだろうという期待も持っておりますし、効果も

上がってきていると考えております。以上です。 

 

平野委員長  佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  分かりました。ありがとうございます。 

 ２点目は同じ１１６ページです。前回も聞いて、自由の女神像の点検業務委託

料１１１万２，１００円あるんですが、これの点検の結果というのはどういう感

じであったかというのと、それと点検して終わりなのかということと、町民の方

というか支援の人から、これを点検する際に足場を組んでいたんです。そのとき、

何かどうにかなるのか、きれいになるのかという話もちょっと聞かれたので、例

えば点検整備したんだけれども、それでも直していく。さらには、そういうもの

からまた発展して、今見ると、結構汚れているんです。それを発端に周りもきれ

いにして周りも整備していく考えがあるのか。その辺も含めてお伺いしたいんで

すが。 
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平野委員長  商工観光課長。 

 

商工観光課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 さきの６月議会のときに、実は予算を計上しまして、昨年度点検しました自由

の女神像の結果を受けまして、中の基礎部分が根腐れを起こしていたり、基礎が

腐食している。また、委員おっしゃるとおり周りの色もさめてきたり取れたりし

ているということで、足場をかけて点検した結果を基に６月の補正予算で県の補

助事業を使いまして、今年度、塗装工事を含めた基礎を直す工事をこれから発注

していくということで、もう契約は実は先月しておりまして、あとそれをプロモ

ーションしながら、自由の女神を再度観光資源として再活用していこうという事

業の委託を、来月までかかるかはあれですけれども、今月中に業者を選定してリ

ブランディング事業という形で、１２月の３０周年の誕生日というか建立記念日

までに、少し手直ししながら、お色直しもしていく考えでございます。以上です。 

 

平野委員長  佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  ということで、それ以上のものを点検してそれ以上もっときれいになるという

ことであれば問題ないかと思うんですが、欲を言えば、言わせてもらうと、その

周辺です。木が結構伸びています。あわせて、自由の女神がどれぐらい、外から

ちょっと離れて見た場合に浮かび上がるか。その辺も見て、周辺の環境とか観光

とかを考えたときに目立つようなやり方を今後検討してもらいたいと思うんで

すが、それは来年、再来年とかになる可能性はあると思うんですが、そういった

前向きな検討というのはないんですか。 

 

平野委員長  商工観光課長。 

 

商工観光課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 所管の違いはあれど町の事業として、いちょう公園の整備の関係もございます

し、またボランティアでやってきている観光協会主体等でやっている公園の環境

整備という形で、樹木等の管理もやられている事業もあるので、そちらと協議し

ながら、公園整備の部分と併せてどの程度をやればいいのかというのを検討して

いければと思います。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 
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 馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場です。 

 先ほどの楢山委員の質問と一部重複するんですけれども、６款３項２目の漁港

施設機能保全事業費負担金の６３７万５，８００円、これは県が主体で行う漁港

内の漂砂のしゅんせつ工事等に係る費用だと思いますけれども、費用が非常にか

かるので漁港の整備については一考を要するのではないかという趣旨の質問だ

ったと思いますけれども、先ほどの質問になかったのは、漁業組合の現状につい

ての確認がなかったのでお聞きします。 

 現在の百石漁業協同組合の組合員の人数、それから、年間の水揚げ高、主な水

揚げ魚種、これについてお聞きしたいと思います。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 お答えしたいと思います。 

 まず、組合員の人数ということですけれども、組合員が正組合員１８８人、う

ち女性組合員４２人となっております。 

 続きまして、水揚げ高でございますけれども、水揚げ高については先ほど楢山

委員のところでもご回答いたしましたけれども、２億７，７３５万円程度が水揚

げ高になります。 

 主な魚種でございますけれども、こちらにつきましては一番多いのが小型定置

となっていますけれども、これはサケになるかと思います。これが大体１億９，

９００万円ぐらいがサケになります。その次に多いのがホッキガイになります。

ホッキガイが６，６３４万円ぐらいとなります。以上です。 

 

平野委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  馬場です。 

 ヒラメが入っていなかったんですけれども、ヒラメも多少とられているのでは

ないかと思うんですね。商工会が実施している軽トラ市に行きますと、朝軽トラ

市開始と同時に、朝揚げた網からカレイとかヒラメとかカニを外すイベントがあ

りまして、私も何度か参加したんですけれども、四捨五入すれば２億８，０００

万円ぐらいの水揚げ高があると。組合員数が男が１８８人、女性が４２人という

ことでよろしいですか。 

 実は私が前の組合長の木村民治組合長の時代からこの漁港の問題について取
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り組んだことがございまして、今の木村慶造組合長になってからですけれども、

事務局長が平野委員の弟さんがやっておられて、非常にお世話になったんですけ

れども、水揚げ高に関しては当時から２億５，０００万円前後、これはそれほど

変わっていない。大体１０年ぐらい前の調査なんですけれども、組合員数は非常

に増えていると思います。私が調べた当時は１３５人ぐらいでした。組合員の人

数は増えております。百石漁港は国内で最後に国が整備した漁港だということで

ございまして、管理は県でございます。当時調べたときには、毎年ではなくて漂

砂がたまって、いわゆる漁船の船底がつくような状態になるのを避けるために

二、三年に１回しゅんせつしなければならない。そのために３，０００万円前後

の費用がかかるということを聞いておりましたけれども、町の負担は、現在保全

の事業費負担金は、県の事業ですけれども町は何割を負担しなければならないの

か、お答えいただきたいと思います。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それではお答えいたします。 

 まず最初に、組合員の人数ですけれども、男性１８８人、女性４２人というお

話がありましたけれども、これは正組合員が１８８人で、うち女性が４２人とい

うことで、全体で１８８人となっております。 

 次に、ヒラメが入っていないのではないかという話がありましたが、こちらは

魚種も様々ありまして、主なものに含まれないものがその他ということで記載が

ありましたので、その他に含まれていると認識しております。 

 次に、この負担金がどの程度かというお話があります。機能保全事業費、こち

らは県の事業ですけれども、県事業費のうち町の負担は１０分の１になります。

１割ということになります。 

 

馬場正治委員  ありがとうございました。 

 農業協同組合等は百石農業協同組合、下田町農業協同組合がありましたけれど

も、数か所合併して、現在は十和田おいらせ農業協同組合となっておりますけれ

ども、百石漁業協同組合あるいは百石漁港はおいらせ漁港に改名できないものか

どうか、お答えいただきたいと思います。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長  それでは私からお答えしますけれども、あくまでも漁港の考え方ですので、そ
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（三村俊介君） ちらは以前も合併とか名称変更というお話は合併後にあったかと思いますが、そ

れは変更しないで百石町漁港という形で変更しないということで、漁協ではそう

いう形になったという話は伺っております。ですので、今後のことはちょっと分

かりませんけれども、こういう形で名称は変更しないでいくということだと思い

ます。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。澤上委員。 

 

澤上 勝委員  １０５ページと１０６ページの第６款、３の農業振興の１９負担金補助及び交

付金、その中の経営所得安定対策補助金３２３万５，０００円。実績のほうも見

ていましたけれども、この中身を簡単にと、それから、実績で見ると水田活用が

２５３人、残念ながら畑作については３人ということでございます。その辺の説

明をお願いします。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 それでは最初に、この経営所得安定対策直接支払交付金事業、そちらの説明か

ら入ってまいります。 

 これは、農業者の経営所得安定対策制度ということで、要は、もともと水田だ

ったものを例えば転作して畑ですとか、畑にして例えばキャベツを植えたりと

か、ニンジンを植えたりとか、転作です、そういったものに対しての交付金の事

業になっております。実際に、転作は例えば水田の活用というのが目的なんです

けれども、その水田に例えば野菜を植えたりとかをすれば産地交付金というもの

が受けられると。要は、国から１反歩当たり幾らということでお金が入ってきま

す。実際に米のほうも、米は今交付金がないんですけれども、野菜は高収益作物

ということで、国でも、そのまま田んぼにしておくよりは畑とかに転換してそう

いうことをやりなさいという国の考え方もありまして、そういう転作したものに

作付したりした場合に交付金を受けられるというのが、この経営所得安定対策直

接支払交付金という事業になっております。 

 後段で指摘のあったこの主要施策の成果の８５ページです。水田活用の直接支

払交付金が２５３人に対して、畑作物の直接支払交付金が３人というような、ち

ょっと指摘がありましたけれども、これは水田活用の直接支払というのは、今お

話しした水田を活用して高収益作物、野菜とかそういったものを植えている方に

対して交付されるもので、そういう方が２５３人いますということです。下のほ

うの畑作物の直接支払交付金というのは、これは国のほうでゲタ対策というのを
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やっておりまして、小麦とかソバとか、そういったものを作付している方が、例

えば海外のほうでそういったものの値段の変動があって影響を受けた場合、そう

いったときに国から交付金が交付されますという制度になっておりまして、要

は、この補償制度に入っている方が３人ということでございます。ですので、実

際は小麦を作付している方３人が、この畑作物の直接支払交付金の対象者という

ことでございます。 

 

平野委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  簡単に言えば、水田を畑作付をするともらえるということですよね、一つは。

あとは、畑作に小麦を植え付ければもらえるという解釈をしたんですけれども、

まずちょっと待ってください。では、これは大体平均で割れば１３万円ぐらいな

んですけれども、１人当たりの反別によって違うという解釈になるのですか。そ

の２点。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 畑作物の直接支払交付金は、これは作付したからもらえるということではなく

て、畑でも田んぼでも、指定品種はあるんですけれども小麦とか例えばソバとか、

何品種か植えている方で、価格の変動で影響した場合にもらえる交付金。それを

掛けている方が３人いますということです。ですので、植えている方でも入って

いない人は入っていないでしょうし、その補償の制度に加入した方が３人。それ

がゲタ対策というものでありまして、それをこちらに載せております。 

 あと、反別の件で平均で１２万円ぐらいという話がありましたが、高収益作物、

例えば当町で推薦しているニンジン、キャベツ、ゴボウ、いろいろ５品目あるん

ですけれども、そういった品目に対しては、例えば１反当たり２万５，０００円

とか３万円とか、そのぐらいですし、あと、それ以外の野菜でも１万５，０００

円とか、その品目によって金額が変わってきますので。あと、プラスで、１反で

はなくて例えば１町歩とか、何反歩やっているか分かりませんが、掛ける何反歩

とかという形で交付されますので、ですので、人それぞれ交付額も違いますし、

品目によっても１反当たりの交付額も違うということで異なってきているとい

うことでございます。 

 

平野委員長  澤上委員。 
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澤上 勝委員  最後にもう一回確認するけれども、水田を畑作に替えている方々は全員該当に

なるということなのか。ちょっと今聞き取れない部分が。保険を掛けていないと

もらえないとかというニュアンスの話も畑作のほうでしたので、これは事前に保

険を掛けるということですか。 

 

平野委員長  農林水産課長。 

 

農林水産課長 

（三村俊介君） 

 お答えいたします。 

 水田を畑として活用していても、作付していなければもらえませんので。例え

ば不耕地とか保全とか、ただ作付しないでロータリーをかけたりとかそういった

方もいますし、あと極端に不耕地ということで耕作放棄地みたいなものもござい

ますけれども、そういう方は交付の対象外になります。 

 あと、この掛けている、掛けていないというのは、さっきもお話ししましたけ

れども、あくまでもこの畑作物の直接支払交付金というのは、この畑というのは、

例えば水田を畑にしたものでも、もともと畑だったものでもどちらでもいいんで

すけれども、ただ、ソバとかさっき話をしたようなものを植えて、その価格に変

動があった場合に、その差額部分が国から補塡されるという制度になりますの

で、そういう制度になります。要は、収入保険とか共済保険とかいろいろありま

すけれども、これはまた別の制度でして、品目も限定されますけれども、そうい

った品目が海外の市場が、例えば海外の価格が下がったり上がったりして日本の

作物に影響したりするというのがよくありますけれども、そういう場合に、農家

が損した分を補塡するというのはこの畑作物の直接支払交付金ということにな

ります。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第５款から第７款までについての質疑を終わります。 

 ここで、１４時４０分まで休憩します。 

 （休憩 午後２時２２分） 

 

平野委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （再開 午後２時４０分） 

 

平野委員長  次に、第８款土木費から第９款消防費までについての質疑を受けます。 
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 １１５ページから１２９ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  １２０ページの３節です。除雪作業委託料の中で内訳を見ると、５，５３５万

５，０００円が除雪作業委託料となっているんですが、キロ数にすれば３１７キ

ロメートル。これは去年は余り雪が、どか雪というかな、そういうのが何回かあ

って、そのほかにはそんなになかったと思ったんです。ただ、言いたいのは、た

だ除雪が歩いたという感じで終わっていると見受けられるのが多々ありました。

どこを基準にして除雪、基準というか、除雪をきれいにするとかそういった指導

をしているのかとか、あとはやっぱり朝走って残って、昼が暖かくなって夕方に

なってもぐちゃぐちゃのシャーベット状で、うちに入れないという車もいまし

た。それは錦ヶ丘団地のそばだったんですが、あちこちで見られたんです。それ

が今年、来年の多分また苦情が出てくると思います。ホームページなんかでも町

民の意見として多々載っていましたけれども、そういったものは今後どういう指

導をしていくのか。また、何を基準にして委託業者に、除雪の作業の中身がどの

ようになっているのかを教えていただきたいのですけれども。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 ただいまの除雪の仕上がり程度のお話かと思います。基準に関しては１０セン

チメートルということで、出動するための基準等は設けてございますし、その状

況に応じても出動する場合もございます。 

 仕上がりの基準に関して見れば、私どものほうとしてみれば、なるべくきっち

り除雪をしていっていただきたいという思いでは行っておりますが、やはり業者

さんが行うその条件によっても多少荒くなったりする場面もあるかと思います。

今後そのようなことに関してそういうご意見等もありますので、今回いろいろ除

雪を進めるに当たって、仕上がりのほうもちょっと今後課内の中でいろいろ検討

して、少しでもきれいな形で道路をお使いになっていただけるような方法を検討

させていただきたいと思います。以上になります。 

 

平野委員長  佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  １番です。 

 そうですね。そうしていただかないことには、ただ歩いただけで終わっている
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のが多々見受けられました。錦ヶ丘の団地は本当に除雪していないような感じだ

ったんです。ちょっと話を聞いたら、これではうちにも入れないよと。逆に言え

ば、解けて夕方に凍ってしまうとわだちになって事故が起きてしまうというよう

な話も何件か聞きました。ですから、取りあえず歩いた後、―――――の例えば

団地の中とか、検証とかパトロール隊みたいなものをつくってどういう形でやら

れて、もしそれが余り甘いような除雪だったら業者に指導をするとか。 

 それともう１点、業者が毎年指名となれば、代わるのは致し方ないことだとは

思うんですけれども、やっぱりどうせ歩くのであれば、町民が安心、通りやすい

道路ということを考えて指導してもらいたいと思うんですが、その辺の考えはど

うでしょうか。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 パトロールに関しては、もちろん雪が降ると除雪に出る、出ないの判断も含め

て事前にパトロールをしておりますし、やった後もどこか吹きだまりがないかと

か、ちょっと障害が起きている部分がないのかということでパトロールをしてい

るのは事実でございます。 

 パトロールに関して見れば、今現在行っている部分もございますけれども、ま

たより手厚くパトロールができれば、当課でも発見するものが多くなってくる

と、そこの部分にてこ入れすることが可能になるのではないかと思っておりま

す。 

 業者さんへの指導に関して見れば、あくまでも指導というよりも、私どもとし

ては業者に対していろいろやり方については業者の意見も聞きながら、よりよい

ものにするために協議をしていきたいと思っておりますので、そういう形でご理

解していただければと思います。以上になります。 

 

平野委員長  佐々木委員。 

 

佐々木 勝委員  １番佐々木です。 

 そういうことで、同じ冬がまた来ますから、同じような苦情が出ないように、

ホームページなんかを見れば、毎年たしか同じような苦情が出ていると思うんで

す。私すごく気になってしようがなかったものですから、これを期にまた今年か

ら来年の春にかけての除雪が発生すると思うので、ぜひその辺はまた記憶に置い

てもらって、指導していただきたいと思います。以上です。 
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平野委員長  ほかにございませんか。 

 澤上委員。 

 

澤上 訓委員  ４番澤上です。 

 私、どちらで質問したらいいかと思って、今ちょっと見ていたんですけれども、

実は公園の関係で、いちょう公園野球場の整地業務委託というのがここには公園

管理費で出ていますけれども、下田公園野球場の整地業務委託とかというのがど

こを見てもないなと。これはなぜなのかということと、それからこのいちょう公

園野球場の整地業務委託について、内容を教えてください。 

 

平野委員長  澤上委員、ページ数は。 

 

澤上 訓委員  主要施策の成果の９７ページです。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 こちらは主要施策の成果の９７ページをご覧いただきたいんですが、その中の

下のほうに社会教育・体育課とありまして、委託料、下田公園の浄化槽の次にい

ちょう公園とありまして、下田公園管理業務委託とありまして、下田公園等管理

業務委託５５万７，０００円、おいらせ広域シルバー人材センターの部分で野球

場の管理をしているということでご理解いただきたいと思います。以上です。

（「課長、ちょっと聞き取れないからマイクに近づいて」の声あり） 

 内容については、ちょっと申し訳ございません。ちょっとあれなんですが、野

球場のグラウンドの整地ということで聞いておりましたが、細かい部分について

はちょっと今現在把握しておりませんので、内容の詳細については確認して、後

刻お知らせしたいと思います。以上です。 

 

平野委員長  澤上委員、９７ページのところですね、質問のところは。下田公園野球場につ

いては、委託料のいちょう公園の下のほうに下田公園野球場と載っていますけれ

ども、この６万９，０００円……。 

 

澤上 訓委員  これは水道設備とか。 

 

平野委員長  実際に公園の管理ということですか。 
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澤上 訓委員  要は、グラウンドの整備とかそういう部分をどこで委託しているのかというこ

とです。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 先ほどの件でお答えします。 

 予算書でいきますと１２２ページの中の中段、委託料のところに施設管理委託

料とございます。この中に当地域整備課も社会教育・体育課も、その部分が一緒

に含まれておりますので、ですからこの中になっております。 

 先ほど社会教育・体育課長が言いました、今ご質問のグラウンドの中の整備の

話ですけれども、お話ししたとおりシルバー人材センターの職員がグラウンド整

備を、常にトンボがけしたり、また波み打ちといいますか、穴を空けて空気を入

れたりなんだりしたりという作業を、年間を通して行っております。ですから、

シルバー人材センターでグラウンドの中の部分を一括管理しているのが、このシ

ルバー人材センターで、たしか私当時覚えていることは、２名の方が多分来て管

理をしていたという記憶がございますので、多分今も変わっていなければ同じよ

うな形でグラウンドの中の管理をしていると思われます。以上になります。 

 

平野委員長  澤上委員。 

 

澤上 訓委員  澤上です。 

 私が今なぜそういう質問をしたのかというのは、２０２５年の青森国体が２０

２６年に替わるという話も報道で何かあったような気がしたんですけれども、そ

れに向けて、例えば野球場が、内野の部分が春先の強風で土が飛んで、１塁、２

塁、３塁、この辺がへこんだり何かしているんです。この土の入替え作業とかそ

ういうものは、ではどの中に含まれているのかということを聞きたかったんです

けれども。今の話を聞けば、それはこの委託の中には入っていないと捉えていい

のかどうか。 

 それからもう一つ。やっぱり公園や野球場そのものが何で評価されるかという

ことが、国体に向けてのやはり整備は、そういうグラウンドが本当に使いやすい、

そういうグラウンドになっているのかどうなのか。けがしやすいグラウンドでは

なくて。だから、その辺のところをもう少し、どこでどういうふうにやっている

のかということを私も聞きたかったということです。 

 それについてちょっと。土の入替えとかそういうものはどう考えているのか。 
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平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 まず、２０２６年に今延長される予定の国民スポーツ大会青森でございます

が、その中で、土の入替えの部分については、今はやっておりません。ただ、い

ずれはそういった部分をやらなければいけないと思っておりまして、今回の補正

予算につけたものについては、砂を定期的に入れる必要があって、その砂を入れ

る場所がちょっと老朽化して駄目になっていたので、そういった部分の補正をし

て砂をまた入れたりということで、土についてはまだ予算化はしていないんです

が、砂の部分は今回の補正で入れております。 

 そして、昨年度、県軟式野球連盟の視察がございました。その際に、昨日も楢

山委員のご質問に答弁させていただいたんですが、３つ指摘がありまして、外野

フェンスの上部をオレンジ色へ変更ということと、あとベンチ前のコンクリート

部分に安全対策のためのラバーを設置、外野の側溝はコンクリートの蓋部分には

ラバーを設置ということで、安全対策及びホームランがはっきり分かるような色

を塗ってという部分でご指摘をいただいておりまして、この部分について今見積

り等を取って検討している状況でございましたので、土の入替えについては、ま

たその辺も検討して、今後予算化していきたいと思っていますのでご理解いただ

きたいと思います。以上でございます。 

 

平野委員長  澤上委員。 

 

澤上 訓委員  そうすれば、その国体の前に土の入替え等も作業してもらうということです

ね。私たちも実際使って分かっているし、またよそから来ている方々も結構使っ

て、特にいちょう公園の野球場は本当にもうがたがたなんですよ、あれ、土だけ

でも。その上で今度は草がぼうぼうなっているもんですから、非常に我々も、お

前どこだっきゃと言われて、いやいやおいらせ町だと言って恥ずかしいと思った

こともありました。 

 ですから、野球場は国体に向けてやはり万全な体制でぜひ整備を。何も大がか

りでやるというものではないので、そんなに金はかからないと思います。要は、

山砂と土を混ぜ合わせてならしていくということになっていくと思いますけれ

ども、そういったところを、ではよろしくお願いしたいと思っていました。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。楢山委員。 
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楢山 忠委員  楢山です。 

 さっきの澤上委員の続きで、電子掲示板も入っていませんか。昨日の答弁では、

電子掲示板も検討してみますとかと言っていましたけれども、それもまずできれ

ば検討していただきたいと思います。 

 それで私の質問は、主要施策の９９ページを見ていただきたいと思いますけれ

ども、団地のことなんですが、管理戸数ということで書いてありますが、芦野団

地のことを私何回も質問をしているんですけれども、この芦野団地は戸数が４０

になっていますが、これは入居している人、入居している部屋の数でしょうか。

それとも全体の、ただ入っている、入っていない関係なくの戸数なんでしょうか。

それをまず教えていただきたい。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 芦野団地の４０戸というのは管理をしている戸数になります。以上になりま

す。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  楢山です。 

 管理しているだけということは、入っている、入っていないの管理も、入って

いるから管理しているんだということなんでしょうか。空き家であっても管理し

ているということなんでしょうか。 

 それも知りたいんですけれども、あのとおり見てのとおりで、もうあばら家に

なっています。実際２階なんかを見ると、もう障子が破けたり、１階の入り口の

ほうは入っていないところはドアがちょっと、閉まってはいるけれども開閉困難

な状況になっていたりなんかしていますので、ここは前の答弁のときには、将来

的には壊して更地にはしたいと思うけれども、ただ、経費が相当の額がかかるか

らということを話しておりましたけれども、どうでしょうか。もう一回最小限の

リニューアルをして、低所得者向け用の団地にするとか、そういう考え、検討し

てみる気持ちがありませんか。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長  いわゆるリフォームをして、低所得者用の団地にする考えはないのかというこ
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（泉山裕一君） とです。公営住宅自体はもう基本低所得者用で造られておりますので、根本的に

は公営住宅法にのっとった家賃体系で、あとは所得などを見ながら入居等が決ま

るという形になります。ですから、低所得者を対象とする考えというのは、もと

もとから低所得者を対象にしているということでご理解していただければと思

います。 

 リニューアルをしてという考えになりますけれども、リフォームをしながら、

また新しくそこを復活させるのかというのは、現在そういう考えとか計画はござ

いませんので、ご理解をしていただければと思います。以上になります。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  そう言われれば何かちょっとがっかりしますけれども、今現在、さっき言った

ように入っている戸数が何人入っていますか。あそこに入っている人のあれを聞

くと、９，０００円台ぐらいで入っているという話も聞きます。本当の生活困窮

的な人たちが入っている面もあります。だから低所得者向けとあっても、一般の、

それこそ中下田団地とか奥入瀬団地とかというところの、当たり前にと言えばお

かしいけれども、所得を得られている人たち用のそれではないのではないかと思

います。所得が得られている人たちの中での安い金額というのであれば、それは

それでもいいと思いますが、ただ、年金暮らしであったり、いろいろ生活保護的

な形で受けている方々ができるだけ安いところに入りたいというのもあるだろ

うし、そういう本当の底辺の方々と言えばおかしいですけれども、そういう方々

向けの、リニューアルにしても、極端に言えば戸の開け閉めがちゃんとできる、

中がそれなりに、それこそ戸の開け閉めができる、それなりにきれいになってい

るというぐらいの形でやって、その人たち向けのまた募集をしてみるとかという

ふうな。ただあのまま、何というんですかね、お化け屋敷みたいな形でおくのは

ちょっともったいないような気がするんです。ましてやあそこは道路から一番見

えるところです。そういう面で少しでも考えていただきたい。その検討はありま

せんか。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 まず一番最初に、入っている方の戸数をお知らせします。今、芦野団地は２６

戸に入居をされております。 

 続きまして、底辺の方々のことを考えてと。先ほど家賃９，０００円ぐらいと

言っておりましたけれども、ほぼ合っております。一番最低の家賃が８，８００



－５９－ 

円です。一番高い方、所得が多い方は２万８，１００円になっております。 

 基本的に、ではリニューアルをした場合、これがどうなっていくのかという。

リフォームした場合、これは公営住宅の部分ですから、家賃というのはそのかか

った経費に関しても反応する形になりますので、もしかすると、リフォームする

とその分が多分家賃のほうにもまた加味されるのではないかと思っております。

ですから、古い町営住宅の場合は、やっぱりそれ相当にある程度安くはなってい

くんですけれども、やはり新しい町営住宅というのは、それにかかった工事費と

か経費に基づいて家賃が算定されていたはずですので。ですから、基本的には今

の家賃より高くなるおそれもあるのではないかと思っております。ですから、現

在そのような形の、リフォームして再度使うという計画がないと言っているとい

うのが現在の当課の実情になっておりますので、何とかご理解をしていただけれ

ばと思います。以上になります。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  今初めてこの活字を見ましたので質問します。 

 １１８ページ、舗装点検業務委託料。この内容と、この舗装点検の業務をどこ

に委託しているのか、お願いいたします。 

 それから、先ほど佐々木委員が質問していましたけれども、除雪対策の件で私

からも私の考えということでお話しします。 

 除雪、ごみは我々の永遠のテーマだと思います。この除雪ですが、去年は雪が

少なかったと思いますが、結構降るときもありましたけれども、今課長が１０セ

ンチメートル、この項目でいいですね、質問は。（「ページ数お願いします」の声

あり）今度は１１９ページ、除雪対策。さっきは１１８ページです。 

 １０センチメートルの降雪があれば出動させますという話でありますが、なか

なか来てくれません。去年は私も諦めてほとんど電話をしませんでしたけれど

も、町民の方々は遅いという声が多数であります。要するに、早く来てもらって、

そのありがたみがあれば感謝すると思います。課長、これだけはちょっと分かっ

てもらいたいんですけれども、北と南、三沢寄りと八戸寄り、降雪は全く違いま

す。はるかに北の方が多いんです。これはパトロールしているかどうか、私は分

かりません。分かりませんけれども、なかなか来てくれません。 

 町長、この除雪は町長選挙に一番影響するんです。本当に町民は敏感でありま

す。ですからこれは、もしまた町長選挙に出ようという考えがあるとすれば、ち

ゃんときちんとやったほうがいいですと私は思っております。この答弁はいいで
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す。ただ一つ、北と南、これの降雪は違うということを課長、覚えておいてくだ

さい。 

 それから次は答弁してもらいます。去年は雪が少なかった。業者への待機料、

たしか雪が少ないときは５万円と私は認識していますけれども、それが１０万円

なのかちょっと分かりませんけれども、待機料は昨年と去年は同じなのか。同じ

だとすれば、どのくらいの金額の待機料を業者に支払っているのか、お伺いいた

します。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 まず一番最初に１１８ページの舗装点検業務委託について、内容と業者名をお

知らせいたします。 

 まず、内容といたしましては、発注しているのが道路の路面状況調査する委託

になっております。全部で２６路線を点検しております。そちらは路面状態がど

のようになっているのかというのを含めて、それをまとめているという作業にな

っておりまして、業者はエイト技術株式会社というところが受注をしておりまし

た。 

 それで、次に除雪の件になります。（「委託料。待機料」の声あり） 

 最低保証料の話だと思いますが、ちょっとお待ちください。１社当たりの部分

がちょっと出ておりません。ちょっとお待ちください。 

 はっきりした金額には割り切れないんですけれども、１か月当たり最低保証料

として、当初予算の段階で１９８万円取っております。２６社おりますけれども、

２６社の中でも重機の台数が様々ありますので、あくまでもならした金額という

ことで目安という形でご理解ください。大体７万６，０００円ぐらいになります。

以上になります。 

 

平野委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  舗装点検の業務委託料、路面状態等々を調査すると。この業者が調査をするわ

けですね。それでは、我々が町民から頼まれても、私自身がここはまずいと、こ

こは補修してもらいたい、もらわなければ困るなということは全く心配をしなく

てもいいですよということに、私は今これを見て受け止めておりますけれども、

４６２万円のお金を払っているんですから、この方々、この業者が責任を持って

業務委託を執行しています、やりますということでよろしいのかどうか、お伺い

します。 
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 それから６万円とか７万円、待機料言いましたけれども、業者の方々も生活が

かかっていると思います。それぐらいの金額で、除雪機械を導入して、それを雪

が降らないと稼働しないということになると、やはりそこには従業員の方もいる

と思います。ですから、雪が降らないときはそれなりの手段、対応をやっぱり考

えるべきであると私は思っております。他の町村では、もちろん雪の多いところ

はあれでしょうけれども、弘前市でも青森市でも、新聞を見ますと、去年あたり

は待機料を多分増やしていると私は認識をしております。 

 それからもう１点、ついでに雪のことなんですけれども、朝雪が降って除雪車

が来るなと、もう私の認識では、今日は間違いなく来るなと思っているんですけ

れども来てくれないんです。ですから、保育園の親御さんの送り迎えがあります

ので、もう息子と５時頃に起きて除雪を２人でやっています。道路から道路まで

きれいに片づけます。たまに片づけた後、除雪車が来ることもあります。何のあ

りがたみもありません。ですから、やはり来るとすればやっぱり時間前に来ても

らいたいと。そのことを心してかかってもらいたいなと、こう思います。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 先ほど、まず舗装点検業務委託のほう、町民の方々は何もしなくても大丈夫な

のかというお話でしたけれども、基本的にこちらで点検する路線は７０路線と決

めておりますので、路線数はもっと多いので、申し訳ございません。気がついた

ところがあったら、ご連絡をいただければと思います。 

 それから除雪の部分になります。ある程度待機料とか様々、今ほかの市町村で

も、待機するなり、いろいろな形で除雪にする費用に関して見直しているところ

が確かに最近多くなっております。議員おっしゃるとおり、私も同じ考えを持っ

ております。やはりかかっている経費、きっちりした業務としてやるには、それ

相当の対価を払うべきだというのは私も同じ考えを持っております。 

 それから、本日片づけた後に除雪車が来られてもありがたみがないと。おっし

ゃるとおりだと思います。９月議会は今まで、地域整備課長はいろいろ除雪の件

で、この決算のときにご意見を賜っていたというのを認識しておりますので、私

は今日は議員の皆様の除雪のご意見は全部聞いて課内に持ち帰りたいと思いま

すので、それでご理解していただければと思います。以上になります。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場です。 
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 今のところです、同じ道路橋梁費、１１８ページですけれども、道路台帳整備

委託料４６２万円、舗装点検業務委託料４６２万円。全く同じ金額なのは、全く

の偶然の一致なのかどうかを伺いたいと思います。 

 

平野委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（泉山裕一君） 

 お答えいたします。 

 入札が執行されておりますので、全くの偶然です。以上になります。（「分かり

ました」の声あり） 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第８款から第９款までについての質疑を終わります。 

 次に、第１０款教育費から第１３款予備費までについての質疑を受けます。 

 １２９ページから１５６ページとなります。 

 質疑ございませんか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  ちょっとお伺いしますけれども、主要施策の成果を見ていましたけれども、ど

こにもちょっと見当たらなくて聞きたいんですけれども、この朝野球チーム、今

５チームか６チームだと聞いていますけれども、ありますよね。これは町では教

育委員会では関わっていないということで認識していいですか。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 朝野球については朝野球協会が管轄していますので、社会教育・体育課では関

与しておりません。以上です。 

 

平野委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  分かりました。関わっていないとすれば質問するのもおかしいかなと思います

けれども、旧下田は私が体育協会会長のときに朝野球チームをつくりました。そ

のときは結構、十何チームあって華々しく朝野球を行いました。 
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 今、旧下田、旧百石を合わせても５チームか６チームしかないと聞いておりま

す。だとすれば、合併しているんですからおいらせ町朝野球チームで朝野球の試

合をこなすべきだと思います。それは教育委員会、私どもは関与しません、答弁

はできませんということになるかもしれませんけれども、ただ、合併してもう１

３年、１４年ですか。チーム数も僅か５チームか６チーム。この課長連中で朝野

球に出ている方もいるかもしれませんけれども、その辺どう考えていますか。や

っぱりもう答弁はしませんという考えなのか、お伺いします。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 委員質問の件なのですが、旧両町……。 

 

平野委員長  許可を得てから発言してください。教育長。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 大変失礼しました。 

 旧下田、旧百石地区ごとに朝野球チームがあって、それぞれでリーグ戦を行っ

ているということは承知しておりますし、それから昔に比べてチーム数が減って

きたということも承知をしております。何かの機会に呼ばれたりしていますの

で、そういうことは認識しておりますが、一緒にリーグ戦をやったほうがいいと

いうことについては、委員承知のとおりこちらとしてはなかなか口出しはできな

いと思っております。なかなかそれぞれのこれまでの歴史もありますので、今構

成している方々の考えが最優先されるかと思いますので。 

 それから、合併当初のことの経緯については課長から。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 聞いた話で恐縮なんですが、合併した時点でそれぞれ下田、百石とあって、そ

れを合併してしまうと、郡大会出場の枠というのが２チームに限られているの

で、そのままでいたほうがそれぞれから２チームずつ上がれるというようなこと

で合併しなかったというような話を聞いております。そういった部分で、我々の

ほうでどうこうというのはちょっと言えないかなということはご理解いただけ

ればと思います。以上です。 

 

平野委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  多分、今５チームか、多くて６チームだと思います。私もはっきり分かりませ

ん。仮に６チームだとして、旧下田、旧百石３チームずつ、３チームでどういう
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ふうにして試合を展開するのか分かりませんけれども、旧百石が仮に３チーム、

１チーム郡大会に行けるから百石のチームでやりますよと。旧下田もそこから１

チーム行けるから独自でやりますよと。全くせこいと思います。技を磨いて親睦

を図って健康増進に努めて、我々は郡大会に行くんだという気持ちであれば分か

りますけれども、３チームの中から郡大会に行けるから一緒にやりませんよと。

全くせこい。ですから、課長、そういう機会がありましたら、議会でせこいと言

っているよと。堂々と６チームで試合をして郡大会に行ったらどうですか、レベ

ルアップしたらどうですかと言ってくださいよ。いいですか。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 役場にも朝野球の役場チームがございますので、そちらに聞いたりとか、今の

ご意見について伝えたいと思います。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 吉村委員。 

 

吉村敏文委員  １点だけ。１４２ページのみなくる館費のみなくる館ホール音響設備更新工事

費５９４万円が上がっているわけなんですが、これはどの程度、全面の改装にな

っているのか。ミキシング室のほうからの交換になっているものなのか。この内

容についてちょっと説明していただきたいと思います。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 みなくる館のホール、音響設備の更新工事費でございますが、これは開館当初

からずっと使っていたもので、だんだん音が悪くなったりハウリングを起こした

りとかいろいろ不備がございまして、昨年度、音響機器のラックの中に入ってい

る全て、あとはスピーカー、マイクといったもの全てを交換しております。その

結果、ハウリング等もほとんどない状況になりまして、音についても非常にクリ

アな音でございまして、今はコロナ禍で使えなかった時期もございますが、今後

そういったものを活用していただければと思っております。以上です。 

 

平野委員長  吉村委員。 
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吉村敏文委員  使いやすくなったということでございますが、今年からみなくる館は指定管理

者へ移行しているわけなんですが、以前のことを申し上げて申し訳ないんです

が、非常に使い勝手が悪い。担当者がいないと使えないという物がありまして、

今回は改修したわけなんですが、これを使用する場合、以前と同じように担当者

がいなければ駄目な設備なのか。それともある程度の物でこちらの職員なりいろ

んな人でもちょっと簡単に使える物なのか。使い勝手がどうなのかについてお尋

ねいたします。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 以前の物はかなりプロ仕様というか凝った物で、なかなか使い方が一般の方、

使う、実際に主催する側で操作するには難しかったという状況でございました。

今回そういった難しい操作がないシンプルな物、操作しやすい物を導入設置させ

ていただきましたので、その使い方についてはマニュアル等を準備して、今も指

定管理者になっておりますが、来て使う方が実際に使えるようにしているものと

思っておりますが、いま一度そういった形で確認して、マニュアル等がなければ、

それを作ってもらって誰もが使えるようにしていただくように指示したいと思

っております。以上です。 

 

平野委員長  吉村委員。 

 

吉村敏文委員  大分、前と比べれば使いやすそうな気がいたします。 

 何せ以前のほうは、もうミキシング室に鍵がかかって、担当者も入れないと。

それをいじるには仙台から来なければいじれないという物でありました。非常に

使い勝手が悪いと。今回はそういう形をクリアしているようなんですが、これは

日曜日とか何か入ってきたときにちょっと困るときがあると思うんです。指定管

理者の担当者がいればいいんですが。これは前に私もちょっと提案したことがあ

るんですけれども、例えば町内の何か所かの電気屋さんとかそういう方たちがお

りますので、そういう方にも一応使用方法云々を、もし何社かでもいいから教え

ておいて、委託を受けるという形ではないですけれども、それでその人たちも一

応操作ができると。本当の素人がやってしまうと、これもまた大変なところがあ

るんですよ、音響ですから。ですから、ある程度知識を持った人がやらなければ

ならないのではないかという思いもありますので、その辺のところも含めて、ま

たこれから検討して、よりいい物にしてもらいたいと思っておりますので、その
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辺のことについてはどういう考えでしょうか。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 今、４月から指定管理者制度導入ということで、今現在図書館流通センターさ

んが施設の管理をやっております。そんな中で職員も、それに精通した職員もい

ますし、その会社もそういった管理会社も一緒にありますので、今回のホールの

音響設備については指定管理者に十分指示して、誰もが使えるような形で、しか

も、修繕とかといった場合には町内の業者とかも修繕が可能かどうかというあた

りも確認して、まずは簡単に使えるように、そこに担当者がいなくても使えるよ

うな形でということで、先ほど言ったマニュアル等の作成といったものをお願い

してやっていただくように指示したいと思いますので、ご理解いただきたいと思

います。以上です。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  楢山です。 

 主要施策の１１１ページなんですけれども、主要事業実績ということで、町文

化賞表彰ということで書いてありますが、表彰の基準的なことをちょっと、関連

になるかもしれませんけれどもお話をしたいと思います。 

 実は去年、おととしかな、一応議会のほうからのそれで表彰委員として出席し

ましたんですけれども、表彰基準が、確かに文化賞とかスポーツ賞とかそういう

のはもう実績で表彰されますから、それはそれでいいと思いますけれども、ただ、

功労者的な人については、その関わった年数が問題なんですね。今現在何年です

か。私あれしたのは大体２０年以上を基準にして表彰しているような感じなんで

すけれども、今どうなっていますか。 

 

平野委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 お答えいたします。 

 この町文化賞表彰の部分での表彰基準でございますが、おいらせ町文化に関す

る表彰規則にありまして、例えば文化賞については全国レベルで、文化功労賞に

ついては５０歳以上、１０年以上という部分で、ここでは１０年以上になってい

ます。文化奨励賞については県レベルということで、あと文化教育奨励賞につい
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ては全国大会規模以上の上位入賞者、高校生等ということで基準が設けられてお

ります。以上です。 

 

平野委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  功労章の関係では１０年となっているようですが、それ以外に町のいろいろ善

意的なそれをやっている人たちを表彰、それこそ民生委員何年とか、それから町

内会長何年とかという方の表彰は、これはまた別ですか。それは総務課のほうの

あれですか。では町長の兼ね合いになると思うんですけれども、町長のほうの基

準年数は何年になっていますか。 

 

平野委員長  質問の範囲を逸脱、項目から逸脱していれば答弁するほうも大変ですから。 

 

楢山 忠委員  これと表彰、同じ表彰にならないですか。ただ文化だけに限定された表彰のこ

とだけ話しなさいということですか。 

 

平野委員長  今１０款ですから、文化に係る部分で、あとそのほかの社会体育に関わる部分

であれば、そちらに該当させて質問してください。 

 

楢山 忠委員  ではそうします。総務課長さんは聞いていてください。 

 実は、これ１０年となっていますけれども、ほとんどの関係が２０年を単位と

して表彰をしているということがあっているんです。ただ、やはり今定年退職な

りをしてからでも、７０歳まで働く人が多いわけです。早くても６５歳まで。そ

れから２０年以上のそれをやっていくとなると、なかなか高齢化になるので、私

は１０年単位だったら１０年単位、今のこの功労賞みたいなものは１０年単位の

その中で表彰してあげるべきではないですかということを、前の表彰の関係に出

席したとき話をしましたので、そこら辺、総務課長にも聞こえたと思いますので、

検討してみてください。答弁は要らないです。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 田中委員。 

 

田中正一委員  主要施策の成果の１１２ページの成人式のところでちょっとお聞きしたいん

ですけれども、もうそろそろ１２月でもいいなと思っていたんですけれども、今

コロナの関係で、町当局では成人式のことをどのように挙行するか、休むか、ど
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のように考えているかお知らせいただければと思っています。前にも言いました

か。私聞いていなかったと思って今言ったんですけれども、ではいいです、後で。

誰が質問したんですか、それは。（「松林委員」の声あり）松林委員から後から聞

きますのでまずひとつ。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

 馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場です。 

 １０款１項２目の１３４ページですが、上のほうに海外交流受入事業費負担金

３万円、自治体国際化協会人員割会費２４万６，０００円というのがあります。

一般質問で町の国際化について質問をした関係でこの内容を知りたいと思いま

すので、ご説明ください。 

 

平野委員長  教育長。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 海外交流受入事業費負担金というところでお答えをいたします。海外交流につ

いては、六戸とおいらせ町で、もっと昔を遡れば３町で行っていたものがずっと

続いてきたんですが、私が教育長に就任する前の何か月か前に、両町の話合いで

これが取りやめになっております。この派遣とか交流は取りやめになったんです

が、昨年、この該当の年度のときに、キタリー町シャプリ中学校というところか

らこちらに訪問に来ました。そのときにこちらから、実際おいらせ町からも行っ

た子供たちがお世話になった方々の家族が来ましたので、六戸からも声がかかっ

て、今年に限っては、この該当の年度に限っては両町で一緒に迎え入れをしてく

れませんかというお話を受けましたので、こちらの子供たちもお世話になりまし

たので、こういう金額、少ない金額でしたけれども負担をして、受入れに協力し

たということでこの３万円を支出しております。この３万円は、実際に町内でキ

タリー町から来た家族を受け入れたときの家庭にお渡しした金額になります。 

 あとは課長から。 

 

平野委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 私からは海外交流受入事業費負担金の下、自治体国際化人員割のほうですけれ

ども、こちらはＡＬＴ、英語の指導助手のところでこちらに派遣していただくた

めの人員割ということで、１人当たり７万２，０００円掛ける３人分ということ
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でございます。以上です。 

 

平野委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  説明ありがとうございます。ということは、従来、昔の東部上北教育振興協会

かな。みなくる館に事務局があったんですけれども、六戸町とおいらせ町が中学

生の、いわゆるキタリー町へのホームステイ、そしてキタリー町からおいらせ町

に何人か……、すみません。それで、受け入れてくれた家庭への負担金、いわゆ

る補助金が３万円ということですから、そうすると、私も実はキタリー町から中

学生が来たのに、向こうから来るときは親がついてくるんだよね。こっちから行

くときは親はついていかないんですよ。親がついてきたのを受け入れる家庭を探

しているということで頼まれて、私も３日、お母さんを預かりました。そうする

と、私のところにもこの３万円のうちの一部が過去来ていたということになりま

すよね、恐らく。まだいいです。その確認です。これは中学生の交換事業という

意味ですね。非常に難しい言葉なので意味が分からなかったんですけれども。 

 次の自治体国際化協会。これはＡＬＴの３人、おいらせ町は受け入れているの

でその負担金ということですけれども、これはどこへ払う負担金なのかが入って

いなかったので、その点をお聞きしたいと思います。 

 

平野委員長  教育長。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 中学生の海外交流に関わって、まずお答えいたします。 

 中学生の海外交流は、昔は東部上北教育研究協議会で行っていました。私のこ

とを言ってもあれですけれども、私もそこの課長をやって２年連続引率をして、

キタリー町シャプリ中学校に訪問していた経験があります。その当時から受け入

れる、あちらから来るときは、学校の先生が来るわけではなくて保護者が連れて

きます。こちらから行くときは役場、つまり東部上北教育研究協議会の職員が行

ったり、学校の先生が通訳を兼ねて英語の先生が一緒に行ったりしますが、あち

らから来るときは全く私的な感じで来ることになりますが、こちらで受け入れた

ときはその当時も、この金額ではなかったかもしれませんが、少しお金を準備し

てご協力を得ていました。ですから、その記憶のとおりだと思っております。 

 

平野委員長  学務課長。 

 

学務課長  先ほどの会費はどちらに支払っているかということに対してお答えいたしま
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（柏崎和紀君） す。 

 こちらは、一般財団法人自治体国際化協会というところがその仲介等をしてい

ただいていますので、そちらに支払っているものでございます。以上です。 

 

平野委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、第１０款から第１３款までについての質疑を終わります。 

 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 次に、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を受けま

す。１５８ページから１６６ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を終

わります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 お諮りします。 

 本委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの８議案のうち、本

日は認定第１号、令和元年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定についての歳

入歳出全ての審査が終わりました。よって、あすは認定第２号、令和元年度おい

らせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての歳入からの審査を行
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うことになりますが、これに異議ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

平野委員長  異議なしと認めます。 

 よって、本委員会に付託されました認定の審査はそのように取り扱うことに決

しました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 明日の認定の審査は、引き続き議場において午前１０時から行います。 

 本日の認定の審査は、これで延会といたします。 

 

 （延会時刻 午後３時４３分） 

 

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 

 


